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  はじめに 
 

生涯にわたり、毎日の生活をいきいきと心豊かに過ごす こ

とは、誰もが望む共通の願いであり、そのためには健康である

ことが何よりも大切なことです。また、それは、社会全体の願

いでもあり、その実現には、一人ひとりが日頃から、自らの健

康について考え、行動し、健康増進に取り組むことが重要です。 

本市では、平成２６年に「第２次健康増進計画」（以下「第 

２次計画」）」を策定し、市民の皆様や関係機関等との連携 

を図りながら「健康寿命の延伸」に向けた施策の取組を推進して 

まいりました。 

しかしながら、この間、少子高齢化の進展や、価値観・ライフスタイルの多様化、

そして、近年のコロナウイルスの感染症の拡大により、社会環境は大きく変化し、食

生活や睡眠など人々の生活習慣に影響を及ぼしました。それは、がんや糖尿病といっ

た生活習慣病の発症にも繋がり、五島市民の健康寿命や平均寿命は、県内でも短い状

況となっております。市民の健康状態を改善し、健康寿命の延伸を図るためには、よ

り一層、柔軟かつ積極的な取組を進めていく必要があります。 

この度、第２次計画期間が令和５年度をもって終了することから、これまでの取組

について評価、検証を行い、健康課題や社会情勢などを踏まえ、「第３次健康増進計

画」（以下「本計画」）を策定いたしました。 

本計画では、健康寿命を確実に延伸させ「日本一健康で住みやすいしま」を実現す

るために「より実効性をもつ取組」に重点を置き、「社会の多様化」と「各人の健康課

題の多様化」に対応できるよう「誰一人取り残さない健康づくり」を行政・関係機関

等が市民の皆様と一体となり、総合的に推進してまいります。 

市民の皆様には、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました五島市保健

対策推進協議会の皆様や関係者各位に心から感謝申し上げます。 

 

   

 

 

 

令和６年３月 

五島市長  野口 市太郎 
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第１章 計画の策定にあたって     
 

１ 計画策定の趣旨・背景 

第３次健康増進計画「健康ごとう２１」（以下、「第３次計画」という。）は、平成 2６（201

４）年 3月に策定した「第２次健康増進計画（計画期間は平成 26（2014）年度から令和

５年（20２３）年度）」の後継計画として策定しました。 

急速に進む少子高齢化、人口減少への転換など、社会情勢の変化等を踏まえつつ、市民

の健康寿命※の延伸（生活習慣病※の発症予防・重症化予防）の実現に向けて、市民の健

康状況と課題を把握し、その解決を図るための取り組みを、社会全体で総合的かつ計画的

に推進するために、第 3 次計画を策定しています。 

 

２ 計画の位置付け 

第３次計画は、健康増進法第８条第２項の規定に基づく市町村計画として位置付け、市

民の健康増進の推進に関する施策について策定したものです。同法第７条の規定に基づき

国が定めた「基本方針（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針）」を

勘案し、また、健康日本２１（第３次）を踏まえて、策定しています。 

庁内関係部局と連携して「五島市国民健康保険データヘルス計画」「五島市食育推進計画」

「五島市自殺対策計画（いのちの充電プラン）」「五島市こども・子育て支援事業計画」「五

島市老人福祉計画・介護保険事業計画」などとの整合を図り、市民の健康づくりを推進し

ます。 

【第３次計画と他計画の関連イメージ】 

 

　　

健康日本２１（第３次）

健康ながさき２１（第３次）

健康ごとう２１（第３次）

（令和６年度～令和１７年度）

五

島

市

総

合

計

画
■五島市データヘルス計画

■五島市食育推進計画

■五島市自殺対策計画（いのちの充電プラン）

■五島市子ども・子育て支援事業計画

■五島市老人福祉計画・介護保険事業計画

整合・連携

健康増進法
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３ 計画の期間 

第 3 次計画の期間は、令和６（2024）年度から令和 1７（203５）年度の１２か年で

す。なお、計画期間中に、国に準じ、中間評価を行います。  

  

 

 

４ 推進体制 

  第３次計画の推進にあたっては、市だけでなく地域の関係者や保健、医療、福祉の関係

機関及び大学等の研究機関、教育機関、住民組織等の関係者が相互に連携・協力します。ま

た、五島市保健対策推進協議会において、各事業の内容を進捗管理し、評価します。  

 

５ 計画を推進する各主体の役割 

実効性を持った計画の推進に向けて、健康づくり施策に関わる市、医療機関、県、保健関

係団体等の各主体が期待される役割を果たすとともに、適切な役割分担のもと積極的に連

携・協力しながら取り組むことが必要です。 

 

（1）五島市 

住民に身近な行政機関として、地域の健康づくりに関する大きな役割を担っており、

「健康づくりに関する情報提供や相談機能の充実」、「健康診断の受診率向上への普及啓

発」等に積極的に取り組みます。また、地域住民の健康状態や健康格差※にかかる地区分

析を行い、地域特性や住民のニーズにきめ細かく対応した健康づくりの事業を展開しま

す。 

 

（2）五島市内医療機関 

生活習慣病の予防に関する専門的立場から、行政や医療保険者等に対して、「健康づく

り施策に関する技術的支援」を行う役割を担っています。 

 

 

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

2036
R18

国

長崎県

次期計画策定 次々期計画策定

五島市

第３次第２次

第２次

第２次

第３次

第３次

中

間

評

価

最

終

評

価
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（3）長崎県・保健所 

「健康寿命の延伸」の基本目標の実現に向けて、広域的な観点から、地域ごとの課題・

ニーズを踏まえながら、市町村や医療保険者、企業、保健医療関係団体、地域社会、学校

等と連携・協働し、健康づくり施策を総合的かつ効果的に推進します。 

    

（4）保健医療関係団体 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会などの保健医療関係団体は、専門

的立場から、市民ニーズに応じた健康づくりを進めるため、「行政や他分野との連携によ

る活動や情報発信」を行うとともに、より身近で「専門的な支援・相談が受けられる窓

口」としての役割を担っています。 

 

（5）医療保険者※ 

生活習慣病等の早期発見や予防に向けて、医療保険者はデータヘルス計画に基づいた

保健事業に取り組むとともに、「特定健診※や特定保健指導※の実施率向上」に向けて、

医療関係者や事業者等と連携し、「健診の意義や必要性の啓発・周知」とともに、確実な

「受診勧奨※」を行うことが必要です。 

 

（6）事業者（企業等） 

事業者（企業等）が、従業員の健康維持・増進の重要性を十分に理解し、職域での健康

づくりを進めることが期待されます。従業員の健康づくりは、事業者にとっても業務効

率・生産性の向上や労働災害予防などリスクマネジメント、医療費の負担軽減にも寄与

します。職域において、「健康診断・がん検診、保健指導を受診しやすい環境づくり」や

「受動喫煙※のない職場環境の整備」、「ストレス対策などメンタルヘルス※に関する取

り組み」等の積極的な取り組みが期待されます。 

 

（7）保育施設・学校等 

子どもの頃から望ましい生活習慣を身につけることは、生涯にわたり健康で豊かな人

間性を育む基礎となり、将来の生活習慣病の予防にもつながります。保育施設・学校など

それぞれの教育現場において、「食育※」や「健康教育※」等を家庭・保護者や地域と連

携して進めることが期待されます。 

 

(8)地域社会（自治会、地区組織・ボランティア団体・ＮＰＯ法人※等） 

健康への関心を高め、実践につなげていくため、地域ぐるみの啓発や機運醸成を図る

ための取り組みが必要です。自治会、子ども会など「地域活動ネットワークの活用」や、

「地域の催し・スポーツイベント」など、地域住民が楽しく参加したいと思う健康の場の

提供等を進める中で、地域社会全体としての課題としてとらえ、健康づくりに取り組ん

でいくことが期待されます。 

また、「食生活改善推進協議会」等の地区組織やボランティア団体、ＮＰＯ法人の活動
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を通して、健康づくりの取り組み支援が期待されます。 

 

（9）家庭 

家庭は、個人の健康を支え、守る最小コミュニティであり、子どもたちにとっては、乳

幼児期から思春期にかけて、その健やかな成長を育む場です。「就寝・起床時間」や「朝

食をしっかりとること」、「栄養面に配慮した食事」など、家庭内のコミュニケーションを

通じて、規則正しい生活習慣を実践することが期待されます。 

 

(10)市民 

健康づくりの主役は市民自身です。生涯を通じて健やかな生活の実現に向けて、市民

一人ひとりが健康づくりに関する知識を高め、「ライフスタイル※に応じた適度な運動」

や「望ましい食生活」の実践、「健康診断やがん検診」の受診による生活習慣病等の予防

など、積極的かつ主体的な健康行動に取り組むことが期待されます。 
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第２章 五島市民の現状        
 

１ 五島市民の人口の推移および将来推計 

●五島市の総人口は、年々減少し、令和４年35,025人まで減少しました。（グラフ１） 

●高齢化率については、少しずつ上昇し、令和２２年には50％近くになることが見込まれ

ています。（グラフ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２ 五島市の年齢３区分別人口と高齢化率の推移 
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２ 死亡の状況 

●標準化死亡比※は、全国や長崎県よりも高い状況です。（表１） 

●主な死因は、各年度とも①がん②心臓病③脳疾患※の順に多い状況です。（表２ グラフ３） 

●がん・心疾患※（男）・自殺（男）による死亡が国よりも多い状況です。（表２） 

 

表１  標準化死亡比（R4 年度）   表２ 五島市の標準化死亡比（H20～H24 年度）（国＝100） 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

グラフ３ 五島市の主な死因別の割合の年度推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  男性 女性 

五島市 108.1 103.1 

長崎県 103.3 100.1 

国 100 100 

                         

 

46.8%

29.6%

16.2%

0.8%

4.9%

1.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

がん 心臓病 脳疾患 糖尿病 腎不全 自殺

R1 R2 R3 R4

  男性 女性 

がん 556（※119） 413（※155） 

心疾患  245（※116） 289（98） 

脳血管疾患 138（97） 161（87） 

腎不全 28（100） 25（67） 

自殺  51（※155） 9（59） 

 

 国保連合会提供データより 

国保連合会提供データより 

 国保連合会提供データより 
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３ 五島市国民健康保険の医療費の状況 

●令和4年度の国民健康保険医療費の割合は、がん、筋・骨格、精神、糖尿病※、慢性腎臓

病（CKD）※（透析あり）、高血圧症※の順で高くなっています。（グラフ４） 

●1件当たりの外来、入院単価は腎不全※、がん、心疾患の順で高い状況です。（表3） 

 

グラフ４ 五島市の医療費の割合（R４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

表3 令和4年度五島市生活習慣病等受診状況（1件当たりの外来・入院単価） 

 入院（円/件） 入院外（円/件） 

糖尿病 569,908 41,476 

高血圧症 574,321 30,907 

脂質異常症 570,092 29,969 

脳血管疾患※ 598,228 31,982 

心疾患 626,014 44,098 

腎不全 664,991 114,470 

精神 481,274 29,862 

がん 634,657 48,836 

 

  

 

がん

29%

筋・骨格

20%精神

15%

糖尿病

10%

慢性腎臓病

（透析あ

り）

9%

高血圧症

6%

その他

11%

 国保連合会提供データより 

 国保連合会提供データより 
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４ 第２次計画の最終評価 

 平成27年から開始した健康増進計画（第２次）（以下、第２次計画）では、以下の５つ

の基本的な方向性に沿って、39 指標を設定し、各種健康づくり施策を実施しました。 

 

＜第２次計画の５つの基本的な方向性＞ 

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD※の予防） 

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

④健康を支え、守るための生活環境の整備 

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣

病及び社会環境の改善 

 

評価については、令和４年度には第2次計画を終了し、最終評価を行い、その評価を次期

計画等の策定に反映させることとしていましたが、健康日本21（第２次）が１年間延長さ

れたこと等を受け、令和５年度まで計画期間を１年間延長しました。 

これらを踏まえ、令和５年度各種データを用い、最終評価の検討を実施し、とりまとめま

した。 

 

（１）最終評価の概要 

特定健診などの各種統計データ等をもとに第２次計画の各指標の最終評価値を算出しまし

た。その後、算出した最終評価値と目標値を比較し、以下の５段階で評価を行いました。な

お、目標値が具体的な数字でないものや新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で統計

指標がとれないもの等は、評価困難としＥ評価を設定しました。 

また、第２次計画策定時の基準となるラインとしたデータが評価段階で算出方法が変更と

なっているものや算出ができないものもあるため、その場合は国の動向や類似指標との比較

などを踏まえ、評価を行いました。 

 

（２）評価内容 

≪目  標≫ 健康寿命の延伸、健康格差の縮小 

≪計画期間≫ 平成２５年（2013）4月～令和６（2024）年３月 

≪評価概要≫ 

A：目標に達した Ｂ：改善傾向にある C：変わらない  

Ｄ：悪化している(達成には程遠い) E：評価困難 

 
※【Ｅ：評価困難】目標設定が具体的でなく不適切なもの、数値を市レベルで把握できない、数
値の把握が不可能、データの出典先が不明、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で算出でき
なかったもの等 

※項目と類似した評価指標あるいは算出方法が異なる指標で評価した項目については、評価を〇

囲みとしている。 
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Ⅰ 指標別の評価結果一覧   

目標の達成を把握する指標項目 H24基準値 
令和４ 
目標値 

令和4 
評価値 

評価 

(1)健康寿命・健康格差 

1  
健康寿命（日常生活に制限のない期間）の

延伸 

男性 

76.81年 

※平均寿命 

77.29年

（H22） 

平均寿命の

増加分を上

回る健康寿

命の増加 

78.6年 

※平均寿命 

79.3年 

Ⅾ 

女性 

82.82年 

※平均寿命 

85.85年 

（H22） 

83.7年 

※平均寿命 

86.9年 

(2)がん 

2 75歳未満のがんの年齢調整死亡率※（10万人対） 116.3 93.0 数値なし E 

3 胃がん検診受診率      
H24時点と令和4の評

価時点での受診率の

算定方法が異なるた

め、目標値で評価。 

13.1% 40% 3.1 ○Ⅾ  

4 肺がん検診受診率 24.7% 40% 13.4 ○Ⅾ  

5 大腸がん検診受診率   28.5% 40% 15.0 ○Ⅾ  

6 子宮頸がん検診受診率 42.2% 50% 20.8 ○Ⅾ  

7 乳がん検診受診率 35.9% 40% 13.4 ○Ⅾ  

(3)動脈硬化性疾患 

①脳血管疾患・虚血性心疾患関連  

8 脳血管疾患の年齢調整死亡率（10万人対） 
男性 63.6 37.3   数値なし E 

女性 25.3 18.3   数値なし E 

9 
急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（10万人

対） 

男性 75.1 13.5 数値なし E 

女性 24.1  5.7 数値なし E 

②高血圧関連 

10 高血圧（140/90㎜Hg以上）の者の割合 40.5% 25.0% 

・収縮期血圧 

130㎜Hg以上 

54.9% 

・拡張期血圧 

85㎜Hg以上 

20.8% 

 

 

○Ⅾ  

③脂質異常症関連 

11 LDLコレステロール160㎎/dl以上の者の割合 ①8.2% ①現状維持 9% Ⅾ 

12 LDLコレステロール140mg/dl以上の者の割合 ②22.2% ②15%以下 23.8% Ⅾ 

13 
メタボリックシンドローム※の該当者および予備

群の割合 
32.9% 24.8% 

該当者32.6% 

予備軍12.6% 

 

Ｃ 

④糖尿病関連 

14  年間新規透析導入患者数 18人 半減へ 16人 Ｂ 

15 
HbA1c6.1%以上の者のうち治療中と回答した者の割

合 
49.0% 75% 63.6% Ｂ 

16 HbA1c8.4%以上の者の減少 0.9% 0.5% 0.5% Ａ 

17 HbA1c6.1%の者の割合 7.3%H2  8.0%H2 8.5%  Ⅾ 

⑤特定健診・特定保健指導関連 

18 特定健診の受診率 33.3% 60% 35.6% Ｂ 

19 特定保健指導の実施率 52.2% 60% 55.1%  Ｂ 

(4)歯・口腔の健康 

20  
40歳代における進行した歯周炎を有する者の割合

（４㎜以上の歯周ポケット） 
資料なし  現状把握  未把握 Ｅ 

21 
60歳代における進行した歯周炎を有する者の割合

（４㎜以上の歯周ポケット） 
資料なし 現状把握 未把握 Ｅ 

22 3歳児でう蝕※がない者の割合 59.1% 80%以上 81% Ａ 
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23 12歳児の一人平均う歯数 1.92本 1.0本未満 0.37本 Ａ 

24 妊婦の歯科検診受診者数 資料なし 現状把握 
令和4年度健診

開始   27.3% 
Ａ 

(5)栄養・食生活 

25 妊娠届時のやせ（BMI※18.5以下）の割合 18.5% 現状維持  15.1% Ａ 

26 全出生数の低出生体重児の割合 11.9% 減少傾向   7.19%  Ａ 

27 3歳児・5歳児健診受診者の肥満気味の児の割合 6.9% 減少傾向 
3歳児：24.5% 

5歳児：32.3% 

 

 Ｅ 

 

28 
20～60歳代男性の肥満の割合 

40～60歳代女性の肥満の割合 

男：25.5% 

女：21.8% 

減少傾向 

減少傾向 

40歳～74歳 

BMI25以上 

男性：36.0% 

女性：25.6% 

○Ⅾ  

29 低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合 13.1% 現状維持 20.9% E 

30 朝食を毎日食べるこども・生徒数 
小6：89.1% 

中3:86.9% 
100% 

小6：95.9% 

中3:95.8% 

 

 Ｂ 

31 塩分摂取量 資料なし 現状把握 把握不可能  Ｅ 

(6)身体活動・運動 

32 
日常生活において歩行または同等の身体活動を1日

１時間以上実施する者の割合 

①20～64歳 

男：31.7％ 

女：32.5％ 

②65歳以上 

男：39.1％ 

女：41.0％ 

 

 

増加傾向 

 

 

男女併せて 

53.9% 

 

 

Ａ 

33 運動習慣者の割合 

①20～64歳 

男：39.4％ 

女：43.1％ 

計：41.5％ 

②65歳以上 

男：39.1％ 

女：41.0％ 

計：56.5% 

①20～64歳 

男：50％ 

女：50％ 

計：50％ 

 

②65歳以上 

男：50％ 

女：50％ 

計：50% 

1回30分以上運

動をしている

者の割合 

39.3％ 

 

 

○Ⅾ  

34 ロコモティブシンドローム※状態にある人の割合 
資料なし 現状把握  把握不可能 Ｅ 

 

(7)飲酒 

35 
1日あたりの純アルコール摂取量※の割合 

※男：40ｇ以上、女：20ｇ以上 

男：6.6% 

女：1.4% 

 

現状維持 

男：2合以上 

  18% 

女：1合以上 

  17.8% 

 Ｄ 

(8)喫煙 

36 喫煙率 

男：24.4% 

女：3.3% 

男：20% 

女：減少傾

向 

男：25.0% 

女：4.9% 

 Ｄ 

(9)休養 

37 睡眠による休養を十分に取れていない者の割合 20.0% 減少傾向 24.2% Ｄ 

(10)こころの健康 

38 自殺者数※（人口１０万あたり） 
11人 

(27.6人) 

7.7人 

30%減少 

７人 B 

39 こんにちは赤ちゃん訪問事業実施率 96.4% 100%    100% A 
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Ⅱ 評価区分別の評価結果 

評価区分 項目 指標 

Ａ 
目標値に達した 
【８項目】 

 

動脈硬化性疾患 HbA1c8.4%以上の者の割合 

歯・口腔の健康 3歳児でう蝕がない者の割合 

歯・口腔の健康 12歳児の一人平均う歯数 

歯・口腔の健康 妊婦の歯科検診受診者数 

栄養・食生活 妊娠届時のやせ（BMI18.5以下）の割合 

栄養・食生活 全出生数の低出生体重児の割合 

身体活動・運動 

 
日常生活において歩行または同等の身体活動を1日１時間以

上実施する者の割合 

こころの健康 こんにちは赤ちゃん事業の実施率 

Ｂ 
目標値に達してい
ないが改善傾向 
【６項目】 

動脈硬化性疾患 年間新規透析導入患者数 

動脈硬化性疾患 HbA1c6.1%以上の者のうち治療中と回答した者の割合 

動脈硬化性疾患 特定健診の受診率 

動脈硬化性疾患 特定保健指導実施率 

栄養・食生活 朝食を毎日食べるこども・生徒数 

こころの健康 自殺者数 

Ｃ 
変わらない 
【１項目】   

 
動脈硬化性疾患 

 
メタボリックシンドローム該当者および予備群の割合 

Ｄ 
悪化している 
 【１５項目】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康寿命・健康格差 健康寿命の平均（男女） 

がん 胃がん検診受診率 

がん 肺がん健診受診率 

がん 大腸がん検診受診率 

がん 子宮頸がん検診受診率 

がん 乳がん検診受診率 

動脈硬化性疾患 高血圧（140/90mmhg以上）の者の割合 

動脈硬化性疾患 LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合 

動脈硬化性疾患 LDLコレステロール140㎎/dl以上の者の割合 

動脈硬化性疾患 HbA1c6.1%の者の割合 

栄養・食生活 20～60歳代男性の肥満の割合 
40～60歳代女性の肥満の割合 

身体活動・運動 運動習慣の割合 

飲酒 一日あたりの純アルコール摂取の割合 

喫煙 男女の喫煙率 

休養 睡眠による休養を十分にとれていない者の割合 

E 評価困難 
※二次計画におい
て、目標設定が不
適切、数値を市レ
ベルで把握できな
い、数値の把握が
不可能、データベ
ースのデータの出
典先が不明など 
【９項目】 

 

がん 75歳未満のがんの年齢調整死亡率（10万人対） 

動脈硬化性疾患 脳血管疾患の年齢調整死亡率（10万人対） 

動脈硬化性疾患 急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（10万人対） 

歯・口腔の健康 40歳代における進行した歯周炎を有する者の割合 
(4㎜以上の歯周ポケット) 

歯・口腔の健康 60歳代における進行した歯周炎を有する者の割合 
(4㎜以上の歯周ポケット) 

栄養・食生活 ３歳児・５歳児健診受診者の肥満気味の児の割合 

栄養・食生活 低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）の高齢者の割合 

栄養・食生活 塩分摂取量 

身体活動・運動 ロコモティブシンドローム状態にある人の割合 
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●「歯・口腔の健康」「栄養・食生活」については改善傾向が見られています。 

●評価指標の項目数の差はありますが、特に、がん、動脈硬化性疾患※、飲酒、喫煙、休養

について「悪化している」という評価の割合は多く、第３次計画においても、引き続き取り

組んでいく必要性があります。 

●第２次計画において、目標設定が不適切、数値を市レベルで把握できない、数値の把握が不可

能、データの出典先が不明といった理由で、評価できない指標がありました。第３次計画におい

ては、具体的な取り組みと評価につながるよう、適切な指標を設定する必要があります。 

 

  

 

項目 

評価区分  

計 A 

達成 

B 

改善傾向 

C 

変化なし 

D 

悪化 

E 

評価困難 

健康寿命・健康格差 

 

    1   1 

がん       5 1 6 

動脈硬化性疾患 1 ４ 1 4 2 12 

歯・口腔の健康 3     1 2 6 

栄養・食生活 2 1   1 3 7 

身体活動・運動 1       1 2 

飲酒       1   1 

喫煙       1   1 

休養       1   1 

こころの健康 1 1       2 

計 8 6 1 15 9 39 

 

表４ 項目ごとの評価状況 
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第３章 計画の基本理念及び基本的な方向    

1 計画の基本理念 

五島市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略の基本目標Ⅲ「安全・安心で住み

やすさ日本一のしまをつくる」に向けて、健康寿命の延伸を図ります。 

基本理念として「日本一健康で住みやすいしま」を目指します。 

 

２ 計画の基本的な方向 

上記基本理念のもと、第３次計画に基づく健康づくり施策にあたり、基本的な方向とし

て、次の４つの事項を掲げます。 

 

（１）健康寿命の延伸 

「日本一健康で住みやすいしま」の実現のため、個人の行動と健康状態の改善や社会環境の

質の向上を通じて、市民の健康寿命の延伸を図ります。 

 

（２）個人の行動と健康状態の改善 

市民の健康増進を推進するにあたり、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙

及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善、生活習慣の改善によるがん、循環器病、糖尿

病をはじめとする生活習慣病の発症予防及び合併症の発症や重症化予防に取り組みます。 

 

（３）社会環境の質の向上 

就学や就労だけでなく、通いの場やボランティア活動への参加など個人がより社会とつな

がりをもてる環境整備やこころの健康を守るための環境整備を行うことで、社会とのつなが

りやこころの健康の維持・増進を図ります。 

また、健康に対する無関心層でも自然と健康になれる環境を構築し、幅広い対象に向けた

予防・健康づくりを推進します。 

 

（４）ライフコースアプローチ※を踏まえた健康づくり 

これまでも、様々なライフステージ（若い世代、働く世代、高齢者等の人の生涯における

各段階）特有の健康づくりを進めてきました。また、現在の健康状態は、これまでの自らの

生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性や次世代の健康にも影響を及ぼす可能性がある

ため、ライフコース（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯の道筋）に注目したアプロー

チに取り組みます。ライフコースは生活環境や地域・職域・学校などにより人生の進み方は

多様です。その中で健康日本21（第３次）の「誰一人取り残さない健康づくり」の推進 

に基づき、今後も、ライフステージに焦点をあてた健康づくりを進めていきますが、これま

でも取り組んだ「こども」、「高齢者」に加え、「女性」の健康づくりを重視します。 
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図：理念・方向性イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

五島市民の健康寿命の延伸 

こども 高齢者 女性 

【予想される社会変化】少子高齢化の進展、総人口・生産人口の減少、独居世帯の増加、 

女性の社会進出、労働移動の円滑化、多様な働き方の広まりによる社会の多様化 

 

基本理念：日本一健康で住みやすいしま 



15 

 

第４章 目標設定・評価 
 

１．目標設定の基本的な考え方 

基本的には、健康日本21（第３次）の目標は、第３次計画においても目標として設定し

ます。目標の設定や評価指標については、第２次計画で取り組んできた内容及び最終評価の

段階で課題となった下記の点なども考慮し、設定します。また、評価指標については市で毎

年進捗確認評価ができないものは除外しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．目標値設定の基本的な考え方 

具体的な目標値については、計画開始後のおおむね９年間（令和14 年度まで）を目途と

して設定します。なお、令和14 年度以降も令和17 年度までは、引き続き取組を推進しま

す。 

 

３ 市民・行政等の目標等 

（1）市民・行政等みんなでめざす目標 

第３次計画の基本目標「健康寿命の延伸」の達成に向けて、市民や行政、事業者など、

公民の多様な主体の連携・協働による取り組みを進めるため、「市民・行政等みんなでめ

ざす目標」を提示し、五島市全体で市民一人ひとりの健康づくりを支えます。 

 

（2）市民の行動目標 

生活習慣病の予防や早期発見・重症化予防をはじめ、第３次計画の具体的な取り組み

の確実な推進にあたっては、市民一人ひとりが健康への関心を高め、それぞれのライフ

ステージに応じて、自主的に健康行動を実践していくことが必要です。 

第３次計画では、取り組み項目ごとに「市民の行動目標」を設定するとともに、若い世

（目標設定にあたり考慮する内容） 

・令和2年度、令和3年度の実績値については特に、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて

いるデータであること。 

・第２次計画とは異なる新たな指標について、現状にあった目標を検討すること。 

・目標は、課題に基づいて設定すること。著しく国や県と比較し、悪い評価である現状がある項

目については「重要課題」とし、それに対しての目標については「重点目標」とすること。 

・基準となるラインについては、計画策定期間内で評価をするという考え方に基づいて、計画初

年度の値とする 
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代（こども期～青年期）・働く世代（成人期）・高齢者（老年期）に分けて「ライフステ

ージに応じた健康行動」を設定します。 

 

（3）行政等の具体的取り組みと数値目標 

「市民の行動目標」を実践に導くためには、行政を中心に、市民、事業者や医療保険者、保健医

療関係団体、ボランティア団体など、公民の多様な主体が連携・協働し、市民の自主的な健康行

動を支える基盤づくりが必要です。このため、「行政等の具体的取組」を示し、「行政等が取り組

む数値目標」を設定します。 

 

 

４．目標の評価 

計画開始後６年（令和11 年）を目途に全ての目標について中間評価を、計画開始後10 

年（令和15 年）を目途に最終評価を行い、目標を達成するための諸活動の成果を適切に評

価し、その後の健康増進の取組に反映します。目標の評価は、基準となるライン値と評価時

点での直近値を比較します。 

なお、中間評価、最終評価の際は、今後強化又は改善すべき点を検討した上で、市民に対

して評価の結果を公表し、周知を図ります。 
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第５章 市民の健康をめぐる状況と施策     

１ 平均寿命・健康寿命の延伸 

≪背景≫ 

健康寿命とは、介護が必要になるなど健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活

できる期間のことを指します。平均寿命※の延伸とともに、健康な期間だけでなく、不健康

な期間も延びることが予想されるため、平均寿命の延び以上に健康寿命を延ばすことは重要

です。 

国では、平成 12 年に開始した健康日本 21（第１次）から「健康寿命の延伸」を最大の

目標として掲げ、令和元年には、男性 72.68 年、女性 75.38 年まで順調に延伸してきまし

た。今後も、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防・重症化予防、社会環境の質の向上等に

よって、健康寿命の延伸を目指すことが、健康づくりを推進するにあたり、引き続き最も重

要な課題であるとされています。 

≪現状と課題≫ 重要課題 

○五島市の令和４年度の平均寿命は、男性 79.3歳・女性 86.9歳、健康寿命は、男性 

78.6 歳・女性 83.7歳です。平均寿命・健康寿命ともに、県平均を下回っており、特に 

男性の平均寿命は県下で最も低く、女性の場合は平均寿命の延びに伴い、健康寿命との差が 

拡大しています。 

〇平均寿命と健康寿命の差について、男性より女性の方が長く、医療や介護が必要な期間が

長くなっています。 

○生活習慣の改善や生活習慣病の予防等により、市民の不健康期間（日常生活に制限のある

期間）を短縮し、健康寿命の延伸を図ることが求められています。   （表 5） 

 

表 5 平均寿命と健康寿命（単位：歳） 

令和 4  
五島市  長崎県  国  

男性 女性 男性 女性 男性 女性 

平均寿命 79.3 86.9 80.4 87 80.8 87.0 

健康寿命 

(平均自立期間 

要介護 2 以上) 

78.6 83.7 79.6 84.3 80.1 84.4 

    差 0.7 3.2 0.8 2.7 0.7 2.6 
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≪目標と指標≫  

≪施策の方向性≫ 

他の３つの施策の方向性（「個人の行動と健康状態の改善」、「社会環境の質の向上」、「ラ 

イフコースアプローチを踏まえた健康づくり」）に沿って取り組むことで、健康寿命の延伸

を図っていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

目標：健康寿命の延伸 重点目標 

指標 平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加 

現状値 

 

健康寿命：男性 78.6歳 女性 83.7 歳 

平均寿命：男性 79.3歳 女性 86.9 歳 

基準となるライ

ン 

令和４国民生活基礎調査の結果をもとに令和４の健康寿命を算出（令

和６年度に国公表）予定 

目標値 平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加 

※令和１３年度値（令和１５年度に国公表予定）を用いて評価予定。 

データの出典先 【健康寿命】国民生活基礎調査（大規模調査：３年ごと）の調査結

果、簡易生命表をもとに厚生労働科学研究において算出。 

【平均寿命】簡易生命表（完全生命表がある年は完全生命表を使用） 

【課 題】 

市民の不健康期間を短縮し、健康寿命を延伸するために 

▽ 市における健康指標や施策課題（健（検）診の受診率等）を踏まえて、効果的な取り

組みを行うこと 
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２ 個人の行動と健康状態の改善 

２－１ 生活習慣の改善 

〈１〉食べる（栄養・食生活） 【主な関連計画：五島市食育推進計画】 

≪背景≫ 

 栄養・食生活は、生命の維持に加え、子ども達が健やかに成長し、人々が健康で幸福な生活

を送るために欠くことのできない営みです。また、生活習慣病の発症予防や重症化予防、生

活機能の維持・向上の観点からも重要です。 

さらに、このような適切な栄養・食生活のための個人の行動に加えて、食事を取り巻く社

会環境の改善を進めていくことが必要です。 

 

≪現状と課題≫ 

① 適正体重の維持 

〇肥満者（BMI25.0以上）の割合について男性、女性ともに国や県と比較して多い傾向で

す。また、２０歳の時の体重から１０ｋｇ以上増加している者の割合についても国や県と

比較して多い傾向です。（２０ページ グラフ５、６） 

〇低栄養傾向（BMI20.0 以下）の後期高齢者（75 歳以上）の割合は 2 割を超えています。

（２０ページ グラフ７） 

〇小学 5 年生で肥満傾向にある者の割合は国と比べると少ない状況です。（20 ページ 

表 6） 
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グラフ７ 五島市の低栄養傾向後期高齢者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6 肥満傾向にある小学５年生の割合 

  男 女 

五島市（R2 年度） 3.45% 5.71% 

国  （令和 2 年度） 14.24% 9.47% 

 

36.6 36.4

35.2

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

国 長崎県 五島市

   

39.5 

38.0 

36.0 

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

（男性）

国 長崎県 五島市

27.1 25.8 25.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

（女性）

国 長崎県 五島市

グラフ５ 肥満者（BMI25.0 以上）の割合（単位 ％） 

 

 

      ＫＤＢシステムより 

 

 

ＫＤＢシステムより 

 

 

グラフ６ ２０歳の時の体重から１０ｋｇ以上増加している者の割合（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.0% 23.9%
20.9%

12.3% 11.7% 12.9%

0%

10%

20%

30%

R2年度 R3年度 R4年度

BMI≦20 後期高齢者質問票⑥半年間で2～3ｋｇの体重減少を自覚している者

後期高齢者健診データ：ＫＤＢシステムより 

 

 

        ＫＤＢシステムより 

 

 

長崎県学校保健統計調査より 
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② 朝食の摂取 

○朝食を抜くことが週に３回以上ある者の割合は、国や県と比較して少ない状況です。（グ

ラフ８） 

〇子育て世代の親（３歳児の親）が朝食を食べる割合は 81.9％であり、２割程度が朝食を

食べていません。（グラフ９） 

〇朝食を毎日食べる中学生の割合は９割を超えています。（グラフ１０） 

〇一定数、朝食をとらない状況があることが明らかになっています。 

 

 

 

      

 

 

              

 
                   全国学力学習状況調査より 

7.9
9.2

8.5

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

国 長崎県 五島市

81.9

18.1

朝食を食べる 朝食を食べない

95.8%

92.1%

90.0%

91.0%

92.0%

93.0%

94.0%

95.0%

96.0%

97.0%

R3年度 R4年度

グラフ８ 朝食を抜くことが週に３回以上ある者の割合 

グラフ１０ 朝食を毎日食べる中学生（３年生）の割合 

ＫＤＢシステムより 

 

 

グラフ９ 朝食を食べる３歳児の親の割合（令和 4） 

３歳児健診アンケートより 

 

 

五島市 

五島市 
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43%

50%

18%

21%

23%

21%

16%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

58%

68%

44%

41%

27%

61%

64%

12%

11%

31%

25%

23%

22%

13%

20%

13%

19%

18%

32%

14%

16%

10%

8%

6%

16%

18%

3%

7%

0% 50% 100%

自営業

農業

漁業

会社員

公務員

主婦（夫）

無職

③栄養バランスのとれた食事  

※栄養バランスがとれた食事＝１日２回以上、主食・主菜・副菜をそろえて食べる食事 

〇バランスがとれた食事は「週４～５日」以上が６割を超えています。平成２９年度より

も平成４年度にかけて、改善がみられています 

 〇５０歳代以上は４０歳代以下と比べてバランスが取れた食事が多い状況です。 

 〇公務員は他の職業の方と比べてバランスが取れた食事が少ない状況です。 

 〇女性は男性と比べてバランスが取れた食事が多い状況です。 

 （グラフ１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④適正な塩分の摂取 重要課題 

○食塩摂取量は、すべての年代で男性、女性ともに食事摂取基準目標量を大きく上回ってい

ます。特に 60 歳以上の男性と女性で高く、日本人の平均摂取量より高い値を示しています。

（２３ページ グラフ１２） 

〇食事の味に対する意識状況では、濃い味と思っている人は 10％以下で、やや濃い味と思っ

ている人を合わせても 30％以下です。食塩摂取量では塩分を摂り過ぎているという状況で

すが、食事が濃い味と思っていない人が全体の 70％を占めています。（２３ページ グラフ

１３） 

38%

47%

23%

19%

27%

22%

12%

12%

0% 50% 100%

H29

R4

ほとんど毎日 週4～5日 週２～３日 ほとんどない

グラフ１１ 五島市民の「バランスの取れた食事頻度」 

 

30%

30%

30%

47%

56%

67%

67%

16%

23%

27%

21%

19%

14%

9%

35%

32%

26%

17%

16%

14%

15%

19%

14%

17%

15%

8%

5%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29歳以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

年齢内訳 

職業別 男女別 

出典：五島市住民の食生活実態調査報告書 
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

％

食事は濃い味だと思いますか（全体）

濃い味 やや濃い味 普通 やや薄味 薄味

グラフ１２ 五島市民の「食塩摂取状況」 

 

 

 

グラフ１３ 五島市民の「食事の味に対する意識」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤野菜の摂取 重要課題  

〇野菜摂取量は、ほとんどの世代で目標量に達しておらず、特に 20歳代から 40歳代の男性、 

20歳代から 50歳代女性でかなり少ない状況です。（２４ページ グラフ１４） 

〇60歳代と 70歳代の女性は目標量を超えて摂取しています。（24ページ グラフ１４） 

〇野菜摂取に関する意識状況では、野菜摂取に関して、十分、ある程度十分、普通と答えた人 

が 60％以上を占めており、半数以上で不足していないという認識があります。野菜は摂って 

いるという意識はあるが、現実の野菜の量が足りないという状況です。（２４ページ グラフ１ 

５） 

 

 

 

 

 

 

出典：五島市の成人を対象とした健康寿命延伸に関する横断研究報告書 

 

 

出典：五島市の成人を対象とした健康寿命延伸に関する横断研究報告書 
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グラフ１４ 五島市民の「野菜の摂取量男女比」 

 

  

グラフ１５ 五島市民の「野菜摂取に関する意識」 

 

 

 

⑥適正な間食の摂取  

〇間食（菓子類）や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合、は国と比べると少ない状況で

す。（グラフ１６） 

〇菓子類の摂取量は男性、女性ともにすべての年代で多く、特に 20 歳代女性および 50 歳

代の男性、女性は日本人平均の2 倍から3 倍多く取っています。（２５ページ グラフ１７） 

 

 

 

17.5

18.7 18.7

15

17

19

21

23

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

国 長崎県 五島市

出典：五島市の成人を対象とした健康寿命延伸に関する横断研究報告書 

 

 

出典：五島市の成人を対象とした健康寿命延伸に関する横断研究報告書 

 

 

ＫＤＢシステムより 

 

 

グラフ１６ 間食（菓子類）や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 
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≪目標と取組≫     

           市民・行政等みんなでめざす目標 

重点目標 塩分の摂り過ぎにつながる食習慣を改善します。 

栄養バランスの良い食生活を実践し、特に野菜の摂取を心がけます。 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

生活習慣病の発症予防・重症化予防、生活機能の維持・向上のため 

▽ 適切な量と質の食事を摂取し、適正体重を維持すること 

▽ 基本的な食習慣（毎日朝食を食べること、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バラ

ンスのとれた食事、適正な塩分の摂取、野菜の摂取、適正な間食の摂取等）を実践す

ること 

 

 

 
 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・家庭や保育所、認定こども園、学校において、成長・発達段階に

応じた食習慣を習得します。 

働く世代（成人期） ・健康診査等の結果や職域等における啓発等を通じて、適正体重を

維持し、基本的な食習慣の習得に取り組みます。  

高齢者（老年期） ・低栄養を予防するため、積極的に地域の活動に参加し、栄養バラ

ンスのとれた食事を実践します。 

 

▽生涯を通じて健やかな生活を送ることができるよう、適正体重を維持し、基本的な

食習慣（毎日朝食を食べること、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスの

とれた食事、適正な塩分の摂取、野菜の摂取、適正な間食の摂取等）を実践します。 

グラフ１７ 五島市民の菓子類摂取量男女比 

出典：五島市の成人を対象とした健康寿命延伸に関する横断研究報告書 
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【行政等の具体的取組】 

≪個人の具体的な行動を促すための活動≫ 

▼妊産婦や乳幼児の子を持つ保護者に対し、家庭において基本的な食習慣を習得できるよう

普及・啓発を行います。また、保育施設・学校において子どもの成長・発達段階に応じた食習

慣が習得できるよう普及・啓発を行います。 

▼健康診査等の結果に基づき、一人ひとりの健康状態に応じた食生活が送れるよう情報提供

や支援を行います。 

▼高齢者の栄養状態を改善し、生活機能の維持・向上ができるよう情報提供や支援を行いま

す。 

 

≪地域への普及・啓発活動≫ 

▼市民が適正体重を維持し、基本的な食習慣を実践ができるよう食育普及活動を実施します。 

▼基本的な食習慣を地域へ普及・啓発するため、食生活改善推進員の養成及び育成を行いま

す。 

▼基本的な食習慣を地域へ普及・啓発するため、市ホームページや広報誌等を通じて情報発

信を行います。 

▼学校が保護者に対して発行する保健だよりや食育通信に、肥満防止について触れるなど、

保護者への啓発を行います。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 重点目標 

目標項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

①適正体重を維持している者の増加 

メタボリックシンドローム

※該当者の割合 
21.3%(R4) 

20.3%（R11） 

データヘルス計画第４期との

整合性をもって R１５目標値

は設定 

KDB システム 

メタボリックシンドローム

予備群の者の割合 
12.9%（R4） 

11.2%（R11） 

データヘルス計画第４期との

整合性をもって R１５目標値

は設定 

KDB システム 

低栄養傾向の高齢者（7５

歳以上）の割合の減少 
20.9%（R4） 16% 

後期高齢者健

診 デ ー タ ・

KDB 

システム 

肥満傾向にある小学５年生

児童・生徒の割合 

4.56%（R2） 

※令和 3、4 については新

型コロナの影響で標本数が

少ないため R2 実績計上 

4.3% 

学校における 

身体計測デー

タ 
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目標項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

②朝食を食べない者の減少 

朝食を抜くことが週３回以

上ある者の割合 

8.4%（令和 4） 

 

8.4%以下 

 

特定健診質問票 

KDB システム 

朝食を毎日食べる小・中学

生の割合 

小学 6 年生：94.8% 

中学３年生：92.4% 

（R4） 

100%（R7） 

※食育推進計画第４次との整

合性をもって令和15の目標値

を設定。 

全国学力状況調査 

朝食を食べる親の割合 

（３歳児の親） 

81.９% 

（R4） 

95%（R7） 

※食育推進計画第４次との整

合性をもって令和15の目標値

を設定。 

３歳児健診 

アンケート 

③バランスの良い食事をとっている者の増加 

バランスよく朝食を食べる

幼児の割合（３歳児健診） 

45.6% 

（R4） 

65%（R7） 

※食育推進計画第４次との整

合性をもって令和 15 

の目標値を設定。 

３歳児健診 

アンケート 

1 日２回以上「主食・主

菜・副菜」をそろえて食べ

る日がほぼ毎日の市民の割

合 

 

49.7%（R5） 55% 
食育に関する 

アンケート 

④食塩摂取量の減少 

家庭の味付けを薄味にしよ

うと思う親（３歳児の親）

の割合 

新規事業であるため

数値なし 
90％ 

３歳児健診 

アンケート 

⑤野菜摂取量の増加 

野菜を 1 日２回以上食べて

いる市民の割合 
60.0%（R4） 

60%（R7） 

※食育推進計画第４次との整

合性をもって令和 15 

の目標値を設定。 

食育に関する 

アンケート 

⑥間食を取りすぎている者の減少 

間食（菓子類）や甘い飲み

物を毎日摂取している者の

割合 

18.7%（令和 4） 18.0%以下 
特定健診質問票 

KDB システム 
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〈２〉動く（身体活動・運動） 

≪背景≫ 

身体活動・運動の量が多い者は、少ない者と比較して２型糖尿病、循環器疾患、がん、ロ

コモティブシンドローム※、うつ病、認知症などの発症リスクが低いことが国により示され

ています。また、身体活動・運動の不足は喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による死亡の

３番目の危険因子であることもあわせて示唆されています。 

身体活動・運動の意義と重要性が広く市民に認知され実践されることは、全国よりも速い

スピードで高齢化が進む本市の健康寿命の延伸に有用であると考えられます。一方で、機械

化・自動化の進展、移動手段の変化等により、市民の身体活動量が減少しやすい社会環境に

あることや、「運動習慣者の割合」が減少傾向であることを踏まえると、引き続き身体活

動・運動分野の取組を積極的に行う必要があります。 

さらに、身体活動量の減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者

の自立度低下や虚弱の危険因子であることから、早急に重点的な対策を実施する必要があり

ます。 

 

≪現状と課題≫ 

① 運動習慣者の割合 

〇運動習慣（1 日３０分以上運動を週２日以上、1 年以上実施）のある者の割合は県平均よ

りも多い状況です。（２９ページ グラフ１８） 

〇男性よりも女性の方が、運動習慣が身についている状況です。（２９ページ 表 7） 

〇年々、運動習慣がない人の割合が増加している状況です。（２９ページ グラフ１９） 
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表 7 運動習慣がある者の標準化該当比男女比較（令和 3 年度） 

  性 別 五島市標準化該当比（県:100）   県内順位（21 市町中） 

  女 性    105.8   ５位 

  男 性    102.7   ７位 

 

 

 

 

 

 

② 五島市健幸アプリ「ぎばっと！」と長崎県健康アプリ「歩こーで！」登録者数 

〇高齢者も使用が増えてきているスマートフォンのアプリを活用することにより、1日の運

動の習慣づけや動機付けのツールとしての活用ができます。 

〇市のアプリと県のアプリの登録者数は約 2600 です。市と県両方のアプリを両方登録し

ている方もいます。（表 8） 

 

表 8 アプリの登録者数 

   アプリの名称 登録者数 備 考 

 五島市健幸アプリ「ぎばっと！」    2,193 R5.3.31 現在 

 長崎県健康アプリ「歩こーで！」    398  R5.8.31 現在 
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長崎県版健康寿命の評価指標に係る基礎データ（令和 3 特定健診：協会けんぽ＋国保）より 

 

グラフ１８：身体活動習慣（１日３０分以上運動を週２日以上、１年以上実施）あり 
（４０～７４歳）の標準化該当比（令和 3 年度）※県：１００ 

 

 

グラフ１９：1 日 30 分以上の運動習慣なしの五島市民の割合推移 

 

 

出典：特定健康診査データ KDBシステム 

 

長崎県版健康寿命の評価指標に係る基礎データ（令和 3 特定健診：協会けんぽ＋国保）より 

 

スポーツ振興課提供データ・「歩こーで」：長崎県提供データより 
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③国保健康政策課実施分運動教室の参加状況 

〇これまでの取組では、自主参加を促す教室を実施してきましたが、参加するのは健康に関

心のある者であり、健康に関心の薄い層の行動変容につながっていません。（表 9） 

〇運動教室参加者の年齢について、60 歳代、70 歳代の方が多く、若い年代の方の参加が

少ない状況です。（グラフ２０） 

 

表９ 五島市国保健康政策課運動教室申し込み状況（令和５年度） 

 案内対象者と案内数  申し込み数    申し込み割合 

BMI25 以上７２歳以下の方 

           690 名 

 

18 

 

     2.6% 

                          血糖変化が見える健康教室・生活習慣改善のための運動教室実績より 

グラフ２０ 五島市国保健康政策課運動教室参加者年齢割合（令和５年度） 

 
血糖変化が見える健康教室・生活習慣改善のための運動教室実績より 

 

④運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合 

〇1 週間の総運動時間の平均値について、五島市のこども（小学校 5 年生・中学２年生）

は、小学５年生男子以外は、全国平均よりも多く、運動習慣が比較的あると考えられます。

（表 10） 

表 10 小学 5 年生・中学２年生の１週間の総運動時間（分） 

 

 

 

 

    

 

 

 

6%
0%

22%

33%

39%

30代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

【課題】 

生活習慣病や高齢者介護予防のために 

▽ 若い世代から日常生活の中で、無理なく身体活動・運動に取り組むことの推進 

▽ 健康に関心のない市民に対して、運動の必要性を広く理解してもらうこと 

 

 区分 五島市 国 

小学５年生 男 543.9 559.3 

女 359.3 344.1 

中学 2 年生 男 818.9 747.9 

女 636.4 528.4 

 令和４年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果より 
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≪目標と取り組み≫ 

           市民・行政等みんなでめざす目標 

           習慣的に運動に取り組む市民を増やします。 

           日頃から、運動やスポーツを楽しみましょう 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３次計画における具体的取り組み】 

 

【行政等の具体的取組】 

≪学校、地域における運動・体力づくり≫ 

▼学校や地域における体育活動を通して、生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する

ための資質・能力を育てます。適切な運動部活動や地域運動クラブ活動が連携し、若い世代

の健全な成長を図ります。 

▼小中学校において、肥満防止の観点も踏まえ、体力向上と運動形成を目的として作成して

いる体力向上アクションプランについて、確実な実施と改善を行います。 

▼「五島弁ラジオ体操」「体リセット体操」を市民の身近な体操として、CD、DVD の配付な

どにより周知を図り普及していきます。 

 

≪運動の習慣化のための周知ときっかけづくり≫ 

▼1 日の歩数が見える化される五島市健幸アプリ「ぎばっと！」や長崎健康づくりアプリ「歩

こーで！」について、各イベントなどでアプリ紹介コーナーの設置や、企業訪問により周知

を図り、アプリ登録者数を増やします。 

▼歩数が増える喜びの機会として、健康アプリを活用したウォーキングイベントを年３回開

催します。 

▼運動の楽しさや動機付けになるように、健康アプリのランキング制やポイント制を実施し

ます。 

▼イベントが開催されていない期間においても、歩くことを楽しめるよう、ウォーキングコ

ースの紹介等を行います。 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・日常的な外遊びの実践や地域のスポーツ活動等に参加すること 

で、運動習慣を身につけます。 

働く世代（成人

期） 

・職域等における運動意識づけにより身体活動量を増やします。 

・地域のスポーツ活動やレクリエーション等に参加するなど、自分 

の身体状態にあわせた身体活動を継続的に実践します。 

高齢者（老年期） ・健康的な生活を送ることができるよう、自分の身体状態にあわせ 

た身体活動を実践します。 

 

▽生活習慣病の予防、健康の保持・向上を図るため、日常生活における「身体活動・運動」

量を増やし、習慣的に取り組みます。 
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▼スポーツ推進部門、健康づくり部門、高齢者部門及び教育部門が連携し、こどもから高齢

者まで、スポーツに親しむきっかけづくりとして、スポーツ大会、レクレーション大会及び

スポーツ教室などを開催します。 

▼こどもがスポーツを始める登竜門となるスポーツ少年団の活動紹介を積極的に行います。 

▼こどもが気軽に運動を楽しめるよう、遊具の設置などを行い、公園・スポーツ施設の充実

を図ります。 

 

≪高齢者の運動機会の創出≫ 

▼ロコモティブシンドローム、サルコペニア※、フレイル※等を未然に防ぎ、健康的な生活

を送ることができるよう、介護予防への取り組みを行います。また、高齢者サロンにおける

健康づくりの場等を提供し、高齢者の運動不足の解消を促進します。 

 

≪広域支援センターと連携した普及啓発のための人材育成≫ 

▼広域支援センターと連携し、「身体活動・運動」に取り組む意義や手法等市民へ周知してい

くことができる人材育成を図っていきます。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 

目標項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑦健康アプリ登録者数の増加 

健康アプリの登録者数 
ぎばっと！：2,193 人 

    （R4） 
   3,000 人  

健康アプリ登録 

データ 

⑧運動習慣なしの者の減少 

1回30分以上の運動習慣

なしの者の割合 
60.8%（R4） 50％ 

特定健診質問票 

KDB システム 

⑨こどもの運動やスポーツの総時間の増加 

こどもの1週間の総運動時間 

①小学５年生男子 

②小学５年生女子 

③中学２年生男子 

④中学２年生女子 

①543.9 分 

②359.3 分 

③818.9 分 

④636.4 分  （R4） 

①560 分 

②360 分 

③820 分 

④637 分 

全国体力・運動能

力、運動習慣等調査 

⑩運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少 

スポーツ少年団の団員数 595 人（R５） 

400 人 

※10 年後の人口減少を考慮 

（30％減） 

スポーツ少年団 

団員数 
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〈３〉休む（休養・睡眠） 

≪背景≫ 

日々の生活における十分な睡眠や余暇活動は、心身の健康に欠かせないものであり、睡 

眠・余暇による「休養」が日常生活に適切に取り入れられた生活習慣を確立することが健康

増進においては重要です。 

睡眠不足は、日中の眠気や意欲低下、記憶力減退など、多岐にわたる影響を及ぼします。ま

た、睡眠不足を含め睡眠に関する問題の慢性化は、肥満、高血圧、糖尿病、心血管疾患等の発

症リスク上昇と症状悪化に関連し、死亡率の上昇にも関与することが明らかになっています。   

不眠はうつ病などの精神疾患の症状として知られていますが、睡眠に関する問題の存在自

体が精神疾患の発症リスクを高めるという報告もあります。 

また、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす要因と考えられ、脳・心臓疾患

との関連が強いと指摘されています。労働者が適切な休養を確保しながら健康で充実した働

き方ができるように、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取組を

進める必要があります。 

≪現状と課題≫ 

 ○睡眠が十分にとれていないと感じている者の割合は国や県のデータと比べ概ね同程度で

す。約 4 人に１人は睡眠に課題がある状況です。（表１０） 

〇睡眠が６時間未満の者が一定数います。（資料１） 

〇うつ病で外来を受診している者は、令和２年以降、微増しており、女性の方が多い状況

です。入院については、男性が多い状況です。（３４ページ グラフ２１・２２） 

 

表１０ 睡眠が十分にとれていない者の割合 

 

 

 

 

資料 1 睡眠時間が６時間未満の者 

  

  

 

 

 

 

 

2022-2023年度の長崎大学動脈硬化検診受診者データより 

 

:         KDBシステムより 

五島市 県 国 

24.2% 23.6% 25.6% 

 

【男性】 

・五島市の２０歳以上の市民における推定人数（％）626 人（五島市 20 歳以上人口の 4.4％） 

・五島市の 60 歳以上の市民における推定人数（％）426 人（五島市 60 歳以上人口の 5.5％） 

【女性】 

・五島市の２０歳以上の市民における推定人数（％）473 人（五島市 20 歳以上人口の 3.0％） 

・五島市の 60 歳以上の市民における推定人数（％）353 人（五島市 60 歳以上人口の 3.7％） 
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【課題】 

長期の睡眠不足による日中の心身状態の悪化を防ぐために 

▽「十分な睡眠により十分な休養を取ること」の重要性の理解を広く求めていくこと 

 

グラフ２１ うつ病外来受診者数推移（1000 人あたり） （単位：人） 

 

 

グラフ２２ うつ病入院数推移（1000 人あたり）（単位：人） 

 

 

:KDBシステムより 

KDBシステムより 

資料１について 

※２０２２―２０２３年度の長崎大学動脈硬化検診受診者のデータより、それぞれの項目の、 

・五島市の２０歳以上の市民における男女別推定人数（％） 

・五島市の 60 歳以上の市民における男女別推定人数（％）を算出した。 

※５歳階級別に各項目の割合を算出した後、五島市における５歳階級別人口で乗じ、得られた

値を合計した。 
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≪目標と取り組み≫  

市民・行政等みんなでめざす目標  

睡眠による休養が十分とれている市民を増やします 

～ぐっすり眠って心身の疲れを癒しましょう～ 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取組】 

≪睡眠・休養に関する知識の普及・啓発≫ 

▼睡眠や余暇が日常生活の中に、適切に取り入れられた生活習慣を確立することの重要性や、

より良い睡眠には質と量が必要であることを、広報媒体等を活用し啓発します。 

▼仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について広報媒体等を活用し周知・啓発し

ます。 

▼睡眠が浅くなりがちな高齢期において、朝晩のメリハリをつけた生活リズムや適度な運動

習慣を身に付けるなど、加齢に応じた睡眠のとり方等について、医療保険者との連携により

普及啓発に取り組みます。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑪睡眠で休養が取れている者の増加 

睡眠による休養が十分とれている

者の割合 
75.8%（令和 4） 80％ 特定健診質問票 

  

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・健やかな身体をつくるため、早寝早起きを実践し、望ましい生活習 

慣を身につけます。 

働く世代（成人

期） 

・職域等における啓発を通じて、適切な睡眠のとり方を習得し、実 

践します。 

・休養をとり、余暇時間の充実を図ります。 

高齢者（老年期） ・自身の身体状態に合った睡眠習慣を実践します。 

 

▽睡眠により十分休養を取ることができるよう、適切な睡眠のとり方を習得し、実践

します。 
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〈４〉やめる・控える（飲酒） 

≪背景≫ 

飲酒は、生活習慣病をはじめとする様々な健康障害のリスク要因となり得るのみならず、

事故等の社会的な問題や、不安やうつ、自殺といったリスクとも関連すると指摘されていま

す。 

平成２５年の健康日本２１（第２次）において「生活習慣病のリスクを高める飲酒量（純ア

ルコール摂取量）」について、男性で１日平均 40ｇ、女性 20ｇ以上と定められました。 

五島市においては、第２次計画で節度ある適度な飲酒対策に取り組み、平成 31 年からは、

アルコール健康障害対策基本法に基づく、県の「長崎県アルコール健康障害対策推進計画」

との整合性を図りながら、アルコール健康障害※対策を進めています。今後も、関係機関と

連携しながら、より一層のアルコールによる健康影響に関する知識の普及・啓発、減酒支援

等の推進が求められます。 

≪現状と課題≫ 

○毎日飲酒をする者の割合は国や県よりも少ない状況です。（グラフ23） 

〇１日あたりの飲酒量3合以上の者の割合は、年々増加しており、令和４年においては、国や

県よりも多い状況です。（グラフ24） 

〇五島市の第 2 次計画の評価においても、男性女性とも、多量飲酒者の割合の増加がみられ

ました。（10ページ（7）飲酒） 

〇アルコールと関連性の高い疾患である「痛風※」「高尿酸血症※」は国や県と比較して、非

常に多い状況です。特定保健指導や健診の結果説明会において、本疾患について「足が痛くな

るだけ」という認識の方が多く、適正飲酒への取り組みにつながりにくい状況です。（37ペー

ジ 

グラフ２５） 

〇多量飲酒による健康を害する可能性がある方が多いということが考えられます。 

 

グラフ２３ 毎日飲酒をしている者の割合の推移  グラフ２４ 日飲酒量が３合以上の者の割合

の推移 
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≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

生活習慣病のリスクを高める飲酒を減らします 

～適量飲酒※を心がけましょう～ 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・家庭や学校で、飲酒が健康に与える影響を正しく学びます。 

・未成年者は飲酒をしません。 

働く世代（成人

期） 

・職域等における啓発を通じて、適量飲酒の重要性を習得します。 

・自分の身体状況等に応じた生活習慣病のリスクの少ない飲酒を実

践します。 

・未成年者・妊婦の飲酒を看過せず、注意を促します。 

高齢者（老年期） 

 

▽年齢、性別、持病等によって、飲酒が及ぼす身体への影響が異なることを理解し、

自分の状況に合った適量飲酒を実践します。 

【課題】 

多量飲酒により健康を害さないために 

▽多量飲酒による健康への影響やリスクの少ない飲酒方法の理解を促進し、飲酒する場

合は、適量飲酒を実践することを促すこと 
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グラフ 25 痛風・高尿酸血症外来受診件数推移（1,000 人あたり） （単位：人） 

 

 

特定健診質問票 KDB システムより 
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【行政等の具体的取り組み】 

≪飲酒と健康に関する啓発・相談≫ 

▼アルコールが健康に与える影響についての正しい知識の普及・啓発を、特定健診・特定保

健指導等を活用し進めます。 

▼各種健康イベントや広告媒体を通じた普及・啓発を進めます。 

▼未成年者の飲酒をなくすため、小・中学校、高等学校等において、飲酒が及ぼす健康への

影響等の正しい知識を学ぶ、飲酒防止教育等の健康教育の充実を図ります。 

 

≪適量飲酒の指導≫ 

▼特定健診時の問診等において、適切な量を大幅に超えている多量飲酒者に対して、生活習

慣病のリスクや正しい飲酒方法など、減酒指導の取り組みを促進します。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 

目標項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑫生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 

お酒を毎日飲む者の割合 22.5％（R４） 15.6％ 
特定健診質問票 

KDB システム 

飲酒 1 日あたり１合以上

の者の割合 
40％（R4）  28.0％ 

特定健診質問票 

KDB システム 
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〈５〉やめる（たばこ） 

≪背景≫ 

たばこには 5,300 種類以上の化学物質と 70 種類以上の発がん物質が含まれており、

そのため喫煙は、がん（悪性新生物）※、循環器病、糖尿病などの生活習慣病を引き起こす

ほか、歯周病※などの危険因子といわれています。特に、気管支に慢性的な炎症が起こり、

呼吸が次第に苦しくなる病気である COPD（慢性閉塞性疾患）※の主な原因の 50％～

80％程度は、たばこの煙が関与しているといわれています。 

また、喫煙は、健康面だけでなく、たばこ代や喫煙に関連する疾患などの医療費など経

済面の損失もあります。喫煙開始年齢が早いほど、健康への影響も大きく、ニコチン依存

も強くなり、喫煙本数も増え、禁煙しにくくなることが分かっています。 

受動喫煙については、平成 28 年 8 月にまとめられた、国の検討会報告書の中で、受動

喫煙によって、非喫煙者の肺がんリスクが約３割上昇すること等が報告され、受動喫煙と

肺がん等の疾病の因果関係を含め受動喫煙の健康への影響が明らかになっています。 

健康への影響が大きいこどもをたばこの煙から守るため、令和２年に施行された改正健

康増進法では、喫煙できる場所への 20 歳未満の者の立ち入りが禁止されるなどの対策が

講じられました。 

妊婦の喫煙は、妊婦自身の合併症などのリスクを高めるだけではなく、胎児の発育遅延

や低出生体重、出生後の乳幼児突然死症候群発症などのリスクも高めます。また、出産後、

授乳中の喫煙もこどもに影響があることが分かっているので、授乳中の喫煙をなくすこと

も大切です。 

 

≪現状と課題≫ 

○市の非喫煙者の割合は、県や県内２１市町と比較して少ない状況です。（４０ページ グ 

ラフ２６） 

〇第二次計画の評価（H24 と令和４年の比較）において、市民の喫煙率は「悪化している」 

という評価でしたが、近年は、喫煙者は減少傾向にあります。（１０ページ（８）喫煙） 

〇県全体において、女性の喫煙率は、直近の調査から比較すると、増加傾向にあります。 

（40 ページ グラフ 28） 

〇男性禁煙率は、平成 28 年度国民・健康栄養調査では 35.3％と約 3 人に 1 人が喫煙 

している状況であり、全国ワースト 4 位となっています。 

〇令和４年度の妊娠後期の喫煙者は３％いました。 

 〇喫煙と深く関係のある疾患（肺がん・喉頭がん・食道がん・慢性閉塞性肺疾患 COPD）

の入院件数は、国や県と比較して、多い傾向にあり、特に男性が多い状況です。（４１～

４２ページ、グラフ２９～３２） 
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グラフ 27  特定健診受診者のうち喫煙している者の割合の推移         
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グラフ 26 非喫煙者の標準化該当比（令和３年度）※県：１００ 

 

 

長崎県版健康寿命の評価指標に係る基礎データ（令和 3 特定健診：協会けんぽ＋国保）より 

 

グラフ２８ 長崎県の女性喫煙率の推移 

 

 

KDBシステムより 

 

 長崎県生活習慣病状況調査より 
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グラフ２９ 肺がん入院件数（1,000 人あたり） 

 

 

グラフ３０ 喉頭がん入院件数（1,000 人あたり） 

 

 

グラフ 31 食道がん入院件数（1,000 人あたり） 

 

 

KDB システムより 

 

KDBシステムより 

 

KDBシステムより 
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                                KDB システムより 

 

 

 

 

 

 

≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

喫煙率を下げ、受動喫煙を減らします 

～たばこから自分と周囲の人を守りましょう～ 

 

【市民の行動目標】 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

【課題】 

たばこの害から、自分自身と周囲の人の健康を守るために 

▽喫煙行動と受動喫煙が健康に与える影響を正しく理解し、禁煙等、適切な行動を促進

すること 

▽望まない受動喫煙の防止に向けて取組むこと 

 

 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・家庭や学校で喫煙行動・受動喫煙が健康に与える影響を学びます。 

・未成年者は喫煙をしません。 

働く世代（成人

期） 

・職域等における啓発を通じて、喫煙行動・受動喫煙が健康に与え 

る影響（COPD等を含む）について正しい知識を習得します。 

・喫煙者は、禁煙にチャレンジします。 

・受動喫煙に十分配慮し子どもや妊婦等を受動喫煙から守ります。 

高齢者（老年期） 

 

▽喫煙行動・受動喫煙が及ぼす健康への影響を正しく理解し、適切な行動に取り組みます。 
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【行政等の具体的取り組み】 

≪たばこによる健康被害の啓発≫ 

▼広報媒体等を活用し、喫煙が引き起こす生活習慣病や歯周病、妊娠・出産・授乳への影響

などさまざまな健康被害を科学的知見に基づく正しい情報で市民の皆様に提供します。 

▼広報媒体等を活用し、加熱式たばこや電子たばこといった新型たばこによる健康影響を周

知・啓発を行います。 

 

≪禁煙希望者への支援≫ 

▼禁煙にチャレンジすることへの周囲の方々の理解を深め、禁煙希望者が禁煙に取り組み 

やすいよう、広報媒体等で、禁煙のメリット、禁煙治療方法等の周知・啓発を行います。 

▼特定健診・特定保健指導等の機会を活用した禁煙方法等の助言を行います。 

▼たばこをテーマとした健康教育を実施します。 

 

≪20 歳未満の者に喫煙させない取組≫ 

▼20 歳未満の者の喫煙がより身体への影響が大きい事、また 20 歳を超えてからの喫煙 

やたばこをゲートウェイドラッグ※（ドラッグの入口）として、薬物乱用につながるリスク

などを分かりやすく出前講座等で周知・啓発します。 

▼小中学校の保健授業とその他の機会において、喫煙の害についての指導をこどもたちに行

います。 

 

≪妊娠・授乳中の喫煙をなくす取組≫ 

▼妊娠中の喫煙は、妊娠合併症のリスクを高めるだけでなく、胎児にも健康被害があるこ 

と、また、授乳中の喫煙もこどもに影響があることなど、妊娠届時および妊娠後期に指導 

を行います。 

 

≪望まない受動喫煙の防止≫ 

▼健康増進法の規定を踏まえ、病院・学校・官公庁・その他の多数の者が利用する施設にお

ける禁煙を推進し、受動喫煙のない環境づくりを促進します。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑬喫煙率の減少 

たばこを習慣的に吸っている者

の割合 
11.7%（R4） 8% 特定健診問診票 

⑭妊娠中の喫煙をなくす 

妊娠後期の喫煙率  3％（R4） 0% 母子保健事業 
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〈６〉磨く・かむ・受ける（歯） ※五島市歯科保健計画としての位置づけ 

≪背景≫ 

生涯にわたる歯・口腔の健康が社会生活の質の向上や全身の健康づくりに果たす役割の

重要性から、歯・口腔の健康づくりの取組をさらに強化していくことが求められます。 

長崎県では、歯科口腔保健の推進に関する法律及び長崎県歯・口腔の健康づくり推進条

例に基づき、個別計画として、「歯なまるスマイルプラン」を策定し、歯科保健の推進を図

ってきました。 

「健康増進計画(第３次)」においても、国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(第

２次)」(計画期間：令和６～17 年度)や「歯なまるスマイルプランⅢ」(計画期間：令和６

～11 年度)と連動し、歯・口腔の健康の取組を進めます。 

 

≪現状と課題≫ 

①乳幼児期 

〇 ３歳児のむし歯有病率は年々減少傾向にはありますが、全国、県と比べて依然高い割合

となっています。（グラフ 33） 

〇国は、フッ素塗布、フッ化物洗口は、むし歯予防に効果的であり、特に保育施設などで行

う集団フッ化物洗口は、家庭で個人的に取り組むよりも継続しやすく、むし歯予防と健

康格差の縮小に効果的であると提唱しています。 

○五島市でも乳幼児健診でのフッ素塗布や歯科指導、保育施設でのフッ化物洗口に取り組

んでいます。フッ化物洗口実施保育施設における実施率は 100％となっています。 

〇むし歯がある子の中には、極端にむし歯が多い子が存在します。（45ページ 表 12） 
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グラフ 33 3 歳児むし歯有病率の推移 

 

 

出典：長崎県こども家庭課「母子保健実績報告書」 
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②こども期 

〇12 歳のむし歯有病率、永久歯の 1 人あたりの平均むし歯数は年々減少しています。永久

歯の 1 人あたりの平均むし歯数は県や国と比べても低値となっています。 

〇小中学校でのフッ化物洗口実施校は令和４年度 94.7％となっており、集団フッ化物洗口

によるむし歯予防対策の成果として表れています。 

 

 

②こども期 

〇12 歳のむし歯有病率、永久歯の１人あたりの平均むし歯数は年々減少しています。永久

歯の１人あたりの平均むし歯数は県や国と比べても低値となっています。（グラフ３４） 

〇小中学校でのフッ化物洗口実施校は令和４年度 94.7％となっており、集団フッ化物洗口

によるむし歯予防対策の成果として表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③.成人期 

〇歯周病はむし歯と並んで歯を失う主な原因となっています。また、歯周病と糖尿病や循環

器疾患との関連性についても指摘されています。 

〇進行した歯周炎を有する者は 40 歳以上で年々増加傾向となっています。特に 50 歳以上

になると 50％以上の人が歯周炎を有し、60 歳代では 64.3％と一番高値となっています。

（４６ページ グラフ３４） 

〇40 歳以上における自分の歯が 19 歯以下の者の割合は 3 割を超え、県や国と比べても高

値となっています。（46 ページ グラフ３５） 

〇歯の喪失について、年代別でみてみると、年齢とともに増加傾向にあり、自分の歯が 19 歯

以下の者の割合は 60 歳代以降に急速に増加しています。（46ページ グラフ 36） 

〇咀嚼※良好者の割合は国や県と比べ低くなっています。咀嚼不良となる主な原因は歯の喪

失と言われています。（４６ページ グラフ３６） 

〇歯科受診率、歯科に係る医療費は、国、県よりも大幅に低く、歯科を受診する機会が少な

いことがうかがえます。（４６ページ グラフ 38・39） 
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表１2 五島市 3 歳児健診むし歯本数別人員（令和 4 年度） 

 

 

母子保健実績報告書より 

 

 

グラフ 34 12 歳 1 人あたりの永久歯虫歯本数 （単位：本） 

 

 

長崎県国保健康増進課「年代別う蝕状況集計」より 
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④ 歯周疾患検診 

グラフ3５ 40歳以上における自分の歯が 
１９本以下の者の割合 

出典：歯科疾患実態調査、長崎大学歯周病調査 
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グラフ 3６ 年代別自分の歯が１９本以下
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歯科疾患実態調査、長崎大学歯周病調査より 
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グラフ３８ 歯科医療機関にかかった人の割合 
（単位：％） 
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グラフ 39 1 年一人あたりの歯科医療費 
（単位：円） 

※一定期間内に医療機関にかかった人の割合 

(＝レセプト件数÷被保険者数×100 
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KDBシステムより 

 

KDBシステムより 

 

歯科疾患実態調査、長崎大学歯周病調査より 

 

歯科疾患実態調査、長崎大学歯周病調査より 

 

歯科疾患実態調査、長崎大学歯周病調査より 

 

五島市 

五島市 
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〇令和４年度から 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の方を対象に歯周疾患検診を開始しました。 

〇令和４年度の受診率は 4.9％と低く、口腔への意識がまだ低い状況にあります。 

 

⑤ 妊婦歯科検診 

〇妊娠期は、むし歯や歯周疾患に罹患しやすい時期であると同時に、生まれてくる子どもの

歯質の形成にとっても重要な時期であるため、令和 4 年度から妊婦を対象に妊婦歯科検診を

開始しました。令和４年度の受診率は 27.1％となっています。 

〇令和３年度、県内 14 市町が妊婦歯科検診を実施しており、平均受診率は 25.2％です。

す。五島市では、母子手帳交付時に直接、受診券を渡し、受診勧奨を行うことで、県平均より

高い受診率となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

定期的に歯科検診を受ける市民の割合を増やします 

～歯と口の健康を大切にしましょう～ 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取り組み】 

 

 
 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・家庭や学校等において、歯と口の健康が全身の健康と密接に関

わっていることを学び、正しい歯磨き習慣を身につけます。 

働く世代（成人期） ・かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科検診の受診や正しい歯

磨き習慣の実践を通じて、歯周病等や歯の喪失を防ぎます。 

・歯と口の健康が全身の健康と関わっていることを理解します。 

高齢者（老年期） ・成人期の行動に加えて、咀嚼機能の維持・向上を図ります。 

 

▽歯と口の健康づくりに関する正しい知識を身につけ、定期的な歯科の受診を実践し

ます。 

【課題】 

歯周病と糖尿病や循環器疾患の予防および 8020 運動(80 歳になっても 20 本の自分の歯を

保つ)を達成するために、 

▽フッ化物洗口をすべての小中学校で実施、継続していくこと 

▽早期からの徹底した歯周病予防、歯科疾患予防とオーラルフレイル予防、フレイル予

防を実施すること 

▽歯科検診の受診や定期的なメンテナンスなど、市民の意識付け、セルフケアの動機付

けを推進し、受診率を向上させること 

▽妊産婦への情報提供と受診勧奨を行うと共に、受診状況の把握に努めていくこと 

▽むし歯が極端に多い子の中には養育環境が影響している場合があることも考慮し、そ

のような場合は関係機関と連携を図りながら、適切な子育て支援につなげていくこと 
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≪歯磨き習慣とフッ化物の活用法の促進≫ 

▼乳幼児健診時にブラッシング、フッ素入り歯磨き粉の使用方法について、個別指導、フッ

素塗布を行います。 

▼１歳６か月健診・２歳児健康相談時にむし歯があるハイリスク児に３か月ごとのフッ素塗

布を行います。 

▼保育施設・小中学校と協力し、フッ化物洗口の普及を進めます。 

▼小・中学校において、歯と口が全身の健康と密接に関わっていること等の正しい知識や歯

と口の健康づくりの重要性（歯周病予防等）を学び、歯磨き習慣等の定着を図る健康教育の

充実を図ります。 

▼歯磨きの意識づけのために、小・中学校において、生活リズム調査を行います。 

 

≪歯科検診の受診率向上≫ 

▼広報等の媒体や歯科医院との連携により、歯科検診の普及啓発を行います。 

▼妊婦歯科健康診査受診票発行時に歯科衛生士による口腔衛生の重要性の説明および妊婦歯

科検診の受診勧奨を行います。 

 

≪検診後の受診勧奨≫ 

▼乳幼児や小中学校等の健診後、保護者に対して、確実に治療をしてもらえるよう勧めます。 

 

≪歯と口の健康に係る普及啓発≫ 

▼高等学校において、正しい歯磨き習慣の確立、フッ化物洗口剤、フッ化物入り歯磨き剤の

使用について、普及啓発します。 

▼歯と口腔の健康、生活習慣病との関連性について理解促進を図るため、広報等の媒体で普

及啓発を行います。 

▼高齢になっても健康的な食生活を維持できるよう、口の機能（食物を口に取り込み、かん

で飲み込むことなど）を良好に保つ重要性を広く市民へ啓発します。 

 

 

【行政等が取り組む数値目標】 

目標項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑮.歯・口腔に関する健康格差の縮小、歯科疾患の予防 

①３歳児で４本以上のむし歯のある

歯を有する者の割合 

6%（R4） 3.00% 3 歳児歯科検診

結果 

②３歳児のむし歯のない者の割合 81%（R4） 91% 

➂12 歳児でむし歯のない者の割合 74.5%（R4） 79.6% 学校保健統計 

④12 歳の 1 人平均永久歯むし歯の

本数 

0.37 本（R4） 0.36 本 
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目標項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑯歯科疾患の予防 

①歯周疾患検診の受診率向上  4.9%（R4） 5.91% 歯周疾患検診結果 

②40歳以上における歯周炎を有する

者の割合 

57%（R4） 54.7% 長崎大学歯周病調

査 

③40 歳以上における自分の歯が 19

歯以下の者の割合 

30.7%（R4） 25.7% 

④妊婦歯科検診の受診率向上(市独

自) 

27.3%（R4） 37.0% 妊婦歯科検診受診

実績 

⑰.生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上 

①特定健診受診者の咀嚼良好者の割

合 

71.5%（R4） 75.5% 特定健診質問票 

⑱.歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

①3 歳までにフッ化物歯面塗布を受

けたことのある者の割合 

95%（R4） 100% 3 歳児歯科検診結

果 

②保育所・幼稚園・認定こども園での

フッ化物洗口実施施設の割合 

100%（R4） 100% 保育所・幼稚園・認

定こども園でのフ

ッ化物洗口実績 
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２－２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

生活習慣病は、自覚症状が現れないうちに発症し、そのまま放置すると合併症を併発する

など重症化し、生活の質を低下させます。今後、高齢化がより深刻化する本市において、生

活習慣病の有病者数は増加が見込まれており、生活習慣病の発症予防・重症化予防は引続き

重要な課題です。このため、生活習慣改善等により多くが予防可能である「がん」、「循環

器病」、「糖尿病」、「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」の予防、管理の取組を進めることに

加え、循環器病や糖尿病等の危険因子とされる高血圧やLDLコレステロール高値の状態を早

期発見するためにも特定健診実施率の向上に取り組みます。 

 

〈１〉健診の受診促進 

≪背景≫ 

平成２０年度から生活習慣病の発症リスクを少しでも減らすことを目的とした特定健診・

特定保健指導が開始され、２型糖尿病や高血圧症等の前段階の状態とされているメタボリッ

クシンドローム該当者に対し、生活習慣改善のサポートを行うとともに、医療機関や関係団

体の協力のもと特定健診実施率向上のため、様々な取り組みを実施しています。 

≪現状と課題≫ 重要課題 

〇五島市では、特定健診の受診勧奨と受診機会の拡充、特定健診・特定保健指導を円滑に運

営するための体制づくり、継続して特定健診及び特定保健指導を受診する人が増える取組を

実施してきました。 

〇特定健診の受診率は、令和２年度より微増していますが、国の目標値70%には及んでお

らず、更なる取組が必要な状況です。（51ページ グラフ40） 

〇特定保健指導実施率は、令和2年度より年々増加し、国の目標値60％には近づきつつあり

ます。（51ページ グラフ４0） 

〇メタボリックシンドローム（以下、メタボ）該当者とメタボ予備群の年次推移をみると男

性は横ばい状態ですが、女性はやや減少傾向にあります。 

（５１ページ グラフ４１・42） 

〇令和4年度の健診有所見者の状況をみると、「BMI」「腹囲」「空腹時血糖」「尿酸」 

「収縮期血圧」の有所見者の割合が、国や長崎県と比較して高いことがわかります。 

（５２ページ グラフ43） 
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グラフ 40 特定健診受診率・保健指導実施率の状況 

 

                             特定健診受診率法定報告より 

 

グラフ41 五島市の特定健診受診者のうちメタボ該当者・予備群の割合（令和４年度） 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ４2 五島市の特定健診受診者のうちメタボ該当者・予備群の年次推移（単位：％） 
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グラフ４３ 令和４年度五島市特定健診受診者のうちメタボ該当者予備群の有所見情報（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪目標と取り組み≫【関連計画：五島市データヘルス計画】 

市民・行政等みんなでめざす目標  

重点目標 健診（特定健診・２０代３０代健診他）の受診率を上げます 

～健診で健康管理に努めましょう～ 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取り組み】 

≪受診率向上≫ 

▼受診率向上に向けて、がん検診との同時受診や身近に受診できる機会の設定、保健医療関

係団体等と連携した啓発・広報など、効果的な受診勧奨を行います。 

▼医療機関や民間企業等との連携により、受診者に対して受診意欲をたかめる仕組みづ

くり（健康になっ GOTO プロジェクト）の実施を行うことで受診意欲の向上を図りま

す。 

▼特定健診等の受診対象者に個別に訪問し、受診勧奨を行います。また、その際、受診し
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20.9 

36.0 
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9.8 
6.4 
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21.1 
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腹囲（男） 腹囲（女） ＢＭＩ（男） ＢＭＩ（女） 血圧のみ 血糖・血圧 血圧・脂質 血糖・血圧・脂質

五島市 長崎県 国

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・市において実施する乳幼児健診や、小・中学校、高等学校・ 

大学における定期健康診断を受診することにより、自らの健康 

状態を正しく把握し、疾患を早期発見します。 

・２０歳 30歳代（国保のみ）の特定健診を受診します。 

働く世代（成人

期） 

・職域や医療保険者、五島市が実施する健診を毎年受診すること

により、自らの健康状態を正しく把握し、疾患を早期発見しま

す。 高齢者（老年期） 

 

▽毎年特定健診を受診することにより、自らの健康状態を正しく把握し、疾患の早期

発見につなげます。 

KDBシステムより 
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ない理由や生活状況等を把握することで、効果的な受診率向上対策に反映させます。 

▼医療保険者や医師会、かかりつけ医および職域との連携し、健診未受診者への受診の

働きかけを行い、健診の受診率向上を図ります。 

  ▼広報媒体等により、健診の重要性を周知します。 

▼健診の重要性を認識したうえで継続した受診に結びつくような健診結果説明会を開催

します。 

 

≪特定保健指導の充実≫ 

  ▼特定保健指導に携わる管理栄養士・保健師等は、資質向上のために研修を受けます。 

  ▼特定保健指導を受けやすい空間の確保を行います。 

  ▼特定保健指導の対象者となる方に対し、魅力を感じてもらえるような指導内容を実施し

ます。 

 

 

【行政等が取り組む数値目標】 重点目標 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

⑲特定健診の受診率の向上 

特定健診の受診率 35.6%（R4） 

55.5%（R11） 

※第 4 期データヘルス計画と

整合性を持って、R15 目標値

は設定 

特定健診受診率 

（法定報告） 

⑳特定保健指導の実施率の向上 

特定保健指導の実施

率 
55.1%（R4） 

60.0%（R11）） 

※第 4 期データヘルス計画と

整合性を持って、R15 目標値

は設定 

特定保健指導実施

率（法定報告） 
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〈２〉がん（がん） 

≪背景≫ 

 がんは、昭和56 年以降日本人の死因の第１位であり、我が国の令和３年の死亡者は約

38 万人で総死亡の約３割を占めています。五島市においても死因第１位であり、生涯のう

ちに約２人に１人ががんに罹患すると推計されており、人口の高齢化に伴い、がんの罹患者

や死亡の数は今後も増加すると見込まれています。 

健康づくりの取組としては、予防可能ながんのリスク因子として、喫煙（受動喫煙を含

む）、飲酒、身体活動不足、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取等があげら

れることから、これらに対する対策を行っていくことで、がんの罹患率を減少させることが

重要です。 

また、平均寿命、健康寿命の延伸においてがん対策は重要な取り組みです。治療効果の高

い早期にがんを発見し早期に治療することで、がんの死亡率を減少させることが重要です。 

  

≪現状と課題≫ 

○がん（がん）は、五島市死因の第１位です。（55 ページ 表１２） 

〇胃がん検診を除くがん検診については、県平均の受診率以上の受診率ですが、２１市町中、 

子宮がん検診を除き、受診率は低い状況です。（55 ページ 表１３） 

○がん検診の受診率は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年度３年度の受診

率が落ち込みましたが令和４年度より少しずつ回復してきています。（５５ページ グラフ

44） 

〇部位ごとの精密検査受診率については、大腸がんと子宮頸がん除き、国の目標である 9 割

を超えており高い受診率となっています。（56ページ グラフ４5）  

〇大腸がん検診の精密検査受診率が低い理由として、受診勧奨時の市民の皆さまの声から、

「痔などの大腸がん以外の疾患であるにちがいない。」「精密検査が怖い」「一度精密検査を

受診したがその時異常なしだった」などといった理由が考えられます。 

〇子宮頸がんの要精密検査未受診者は、妊娠中の要精密判定者がほとんどです。妊娠中の要

精密判定者については、出産後に要精密検査を実施するという方針が出されることがほと

んどであり、速やかな受診につながりません。そのため、要精密検査受診と見なされてい

ない状況です。妊婦の要精密検査受診を含むと９０%は超えることが見込まれます。 

〇がんの入院件数が、県や国と比較して特に多い「がん」は、「子宮がん」「大腸がん」「乳が

ん」「肺がん」です。「大腸がん」については、早期発見であれば、入院せず内視鏡による治

療も可能な「がん」であることから、早期発見されず重症化してからの受診となり入院と

なったというケースが多い可能性が考えられます。（56 ページ グラフ 46） 
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五島市 国 

実数 割合※ 実数 割合※ 

がん 171 人 46.8% 378,272 人 50.6% 

心臓病 108 人 29.6% 205,485 人 27.5% 

脳疾患 59 人 16.2% 102,900 人 13.8% 

糖尿病 3 人 0.8% 13,896 人 1.9% 

腎不全 18 人 4.9% 26,946 人 3.6% 

自殺 6 人 1.6% 20,171 人 2.7% 

 

  

 
 

五島市 ２１市町順位 県 国 

胃がん 4.4% 20 位 9.6% 7.0% 

肺がん 7.2% 15 位 6.9% 5.5% 

大腸がん 9.0% 12 位 6.2% 6.5% 

乳がん 18.6% 13 位 14.0% 14.0% 

子宮がん 28.1% 3 位 18.1% 18.1% 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 12 がん・心臓病・脳血管疾患・糖尿病・腎不全・自殺の状況（市・県）（令和 4 年度） 

 グラフ４4 五島市各種がん検診受診率の推移 （※30 歳代乳がんおよび前立腺がん検診は市独自検診） 

 

五島市がん検診受診率集計より 

※表中の６疾患の死亡者数の総数が分母             KDB システムより 
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表 13 がん検診受診率国県比較（令和２年度）  

 

地域保健・健康増進事業報告（県集計分）より 
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 グラフ４5 五島市の各種がん検診要精密検査受診率の推移 

 

国の目標 90%以上ライン 

五島市がん検診要精密検査受診率集計より 
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 グラフ４6 各種がん入院件数（1,000 人あたり） 

KDBシステムより 
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≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

重点目標 がん検診の受診率を上げます。 

要精密検査が必要となったら必ず受診します。 

～がん検診で健康管理に努めましょう～ 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取り組み】 

≪受診率向上≫ 

▼保険会社、市内民間企業との連携により、受診勧奨を行い、市民の受診意欲を高める取り

組みを推進します。 

▼対象者に対し、受診意欲が出る、見やすくわかりやすい案内通知を送ります。 

▼医療保険者や医師会、かかりつけ医との連携により、受診の働きかけを行い、がん検診の

受診率向上を図ります。 

▼がん検診の受診率向上のため、特定健診との同時受診や身近に受診できる機会の設定、ICTを

活用した効果的な受診勧奨を行います。 

 

≪職域等における受診促進≫ 

▼職域等におけるがん検診の受診率向上を図るため、五島保健所地域職域連携協議会との協

働により、事業者等に対して、「健康経営※」の重要性を啓発し、受診しやすい環境づくりを

進めます。 

 

≪発症予防に向けた普及啓発≫ 

▼広報媒体等を活用して、がんについての正しい知識を普及・啓発するとともに、発症予防

【課題】 

がんの早期発見・早期治療につなぐために 

▽ がん検診・精密検査の受診率を高めていくこと 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（青年

期） 

・がんについての正しい知識を得、がん予防のための生活習慣（栄養・

食生活、運動、喫煙、飲酒）への取り組みを行います。 

・対象年齢となっているがん検診を受診し、がんを早期発見します。 

働く世代（成人

期） 

・職域や医療保険者、市町村が実施するがん検診を定期的に受診する

ことにより、自らの健康状態を正しく把握し、「がん」を早期発見し

ます。 高齢者（老年期） 

 

▽定期的に「がん検診」を受診することにより、「がん」の早期発見につなげます。 
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に向けた生活習慣の改善や感染症対策について周知・啓発します。 

 

≪ライフステージに応じた普及啓発≫ 

▼教育機関との連携を行い、小・中学校、高等学校等での定期健康診断等の機会を活用し、

がん検診の重要性や健康について学ぶ保健指導等の充実を図ります。また、就職や定年退職

などライフステージの節目の機会を活用し、わかりやすい広報媒体の配付などで受診の働き

かけ等を行い、普及啓発を促進します。 

▼乳がん検診や子宮がん検診を受けやすくするため、女性のみを対象とした女性デーの設定

を行います。 

▼ピンクリボンキャンペーン※などを通じて、市民に対し、乳がんの早期発見早期治療の重

要性を伝え、積極的な受診勧奨を行います。また、女性が多く集う美容室などとの連携も図

りその取り組みを勧めます。 

 

≪がん検診の早期発見・早期治療に向けた体制整備≫ 

▼がん検診の精度管理として、医療機関に対し、がん検診に関する精度管理のチェックを行

います。 

▼胃がん検診（胃内視鏡検査）の従事者研修会を実施します。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 重点目標 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

㉑がん年間死亡者数の減少 

がん年間死亡者数 171 人(R4) 100 人 KDB システム 

㉒がん検診の受診率の向上 

がん検診の受診率 

胃がん  ： 3.1% 

肺がん  ：13.4% 

大腸がん ：15.0% 

乳がん  ：13.4% 

子宮頸がん：20.8% 

（R4） 

胃がん  ：13.0% 

肺がん  ：23.0% 

大腸がん ：25.0% 

乳がん  ：23.0% 

子宮頸がん：31.0% 

 

五島市がん検診受

診率 

 

㉓がん検診要精密検査受診率の増加 

がん検診要精密検査受診

率の増加（市独自） 

胃がん  ：98.6% 

肺がん  ：95.8% 

大腸がん ：81.4% 

乳がん  ：91.5% 

子宮頸がん：73.2% 

（R4） 

全てのがん検診受診率90%

以上 

五島市がん検診要

精密検査受診率 
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〈３〉循環器病（脳血管疾患と心臓病）と糖尿病  

≪背景≫ 

【循環器病】 

 脳卒中・心臓病などの循環器病は、がんと並んで日本人の主要な死因であり、令和3年の

人口動態統計によると、心疾患は死因の第２位、脳血管疾患は第４位であり、両者を合わせ

ると、年間31万人以上の国民が亡くなっています。県でも心疾患は死因の第２位、脳血管

疾患は第４位となっています。 

また令和４年の国民生活基礎調査によると、循環器病は介護の原因の21.2％を占めてお

り介護が必要となった主な原因の１つとなっています。 

循環器病の危険因子は、制御できない性、年齢を除くと、高血圧、脂質異常症※（特に高Ｌ

ＤＬコレステロール血症）、喫煙、糖尿病等があり、これらの因子を適切に管理すること

で、循環器病を予防することが重要です。 

 

【糖尿病】 

 糖尿病は神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症を併発し、心筋梗塞や脳卒中等

の心血管疾患のリスク因子となるほか、認知症や大腸がん等の発症リスクを高めることも明

らかになっています。また、新規透析導入の最大の原因疾患であるとともに成人中途失明の

主要な要因となっています。このように糖尿病は生活の質や社会経済的活力と社会保障資源

に多大な影響を及ぼすことから適切な対策が必要です。 

糖尿病の治療の目標は、良好な血糖コントロールを維持し、合併症の発症・進展を阻止・

抑制することによって糖尿病を持たない者と同様の生活の質を保つことであり、糖尿病の発

症予防及び適切な治療による重症化予防を通じ、健康寿命の延伸を目指します 

≪現状と課題≫重要課題 

【循環器病】 

〇脳血管疾患と心疾患を含む循環器病は、五島市においても主要な死亡原因の一つとなって

います。特に男性の心疾患による標準化死亡比はかなり高く、対策は急務です。（60ペー

ジ 表15） 

〇循環器病の原因となる高脂血症の有所見者割合は、国や県よりも少ない状況です。（60

ページ 表15） 

〇循環器病の原因となる高血圧の有所見者割合は、国や県よりも高く、特に収縮期血圧に関

して、高い状況が目立ちます。（60ページ 表16） 

〇令和４年度の救急搬送者（ヘリ搬送者※以下ヘリ搬送者）66名のうち、半数以上が脳血

管疾患や心疾患による搬送でした。脳血管疾患においては、８０代での搬送者が最も多く、

３０代、５０代の若い年齢で搬送された者もいます。心疾患について、は全員が６０歳以上

でした。（60ページ グラフ47、48） 

〇令和４年度、脳血管疾患でヘリ搬送された者の約半分、心疾患でヘリ搬送されたものの７
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割は健診の受診歴がありません。自身の健康状態を知ること及び生活習慣予防への取り組み

が十分でなかったことが考えられます。（61ページ グラフ49、50、52、53） 

 

表１４ 五島市の標準化死亡比（H20～H24）（国＝100 とした場合の数値） 

 

 

 

 

 

 

 

表１５ 五島市の高脂血症・高血圧有所見者割合（令和4） （％） 

  高脂血症 高血圧 

中性脂肪 LDL 

コレステロール 

収縮期血圧 拡張期血圧 

異常値ライン 150以上 120以上 130以上 85以上 

五島市 18.3 47.7 54.9 20.8 

県 20.3 47.3 50.2 18.5 

国 21.1 50.3 47.5 21.1 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       男 女 

がん 556（※119）   413（※155） 

心疾患 245（※116） 289（98） 

脳血管疾患 138 （97） 161（87） 

腎不全 28（100） 25（67） 

自殺  51（※155）  9（59） 

 

KDBシステムより 

 

長崎県国保連合会提供資料より 

 

 

脳血管疾患, 

35人

（ 53%）

心疾患, 6人

（ 9%）

消化器疾患, 

8人

（12%）

周産期疾患, 

8人（ 12%）

その他, 9

人,（14%）

 

30代, 1人

50代, 3人

60代, 6人

70代, 10人

80代, 13人

90代, 2人

 グラフ４７ 五島市のヘリ搬送者の疾患別人数（令和４年度） 

 

 グラフ４8 五島市の脳血管疾患を理由とするヘリ搬送者年齢内訳（令和４年度） 

 

救急搬送実績集計データより 

  

救急搬送実績集計データより 
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有, 17人, 

49%

無, 18人, 51%

 

グラフ４９ 五島市の脳血管疾患を理由とするヘ
リ搬送者の特定健診受診の有無（令和４年度） 

 

 グラフ５１ 五島市の心疾患を理由とするヘリ搬送者の年齢内訳（令和４年度） 

 

 

有, 2, 

33%

無, 4, 

67%

   グラフ５２ 五島市の心疾患を理由とするヘリ 
搬送者の特定健診受診の有無（令和４年度） 
（単位：人） 

 

 

 

救急搬送実績集計データより 

 

 

0 0
4

6 7

01
3

2

4
6

2
0

5

10

15

30代 50代 60代 70代 80代 90代
有 無

 グラフ 50 五島市の脳血管疾患を理由とするヘリ
搬送者の年齢別健診受診の有無（令和４年度） 

 

 

 

 

60代, 1人, 16%

70代, 3人, 50%

80代, 1人, 17%

90代, 1人, 17%

救急搬送実績集計データより 

 

 グラフ５３ 五島市の脳血管疾患を理由とするヘリ搬送者
の年齢別健診受診の有無（令和４年度）（単位：人） 

 

 

0
1 1

0
1

2

0
1

0

1

2

3

4

60代 70代 80代 90代

有 無

救急搬送実績集計データより 

 

救急搬送実績集計データより 

 

救急搬送実績集計データより 

  

救急搬送実績集計データより 
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【糖尿病】 

〇糖尿病治療者の割合は年々増加傾向にあります。（グラフ５４） 

〇人工透析者数および人工透析新規患者数は、大きな変化がない状態で推移しています。

（グラフ５５） 

○特定健診受診者における糖尿病の疑いのある者の割合は、少しずつ増加傾向にあります。

（６３ページ グラフ５６） 

〇特定健診受診者における糖尿病疑いのある者のうち、約３割は治療に結びついていません。 

（６３ページ グラフ５７） 

〇特定健診受診者のうち治療している者であっても、約４割はコントロール不良です。 

（63 ページ グラフ５８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDBシステム               厚生医療申請データ 
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11.42 11.52 11.39

12.06

13.99
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グラフ５４ 特定健診受診者糖尿病治療者
割合年次推移（％）  
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人工透析【新規】患者数

継続透析者数

グラフ55 五島市の人工透析の状況 
年次推移（人）  

 五島市 五島市 
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グラフ５６ 特定健診を受診し糖尿病疑いのある五島市民の割合（％） 

※糖尿病疑い：糖尿病HbA1C6.5%以上、空腹時血糖126以上、随時血糖200以上、糖尿病治療中 

  

 

14.02

15.13

14.67

14.3

15.04

15.87

13
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14
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15
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16

16.5

H29 H30 R1 R2 R3 R4

グラフ５７ 特定健診受診結果で糖尿病疑いのある五島市民のうち未治療・治療中断の者の割合（％） 

※糖尿病リスク：糖尿病HbA1C6.5%以上、空腹時血糖126以上、随時血糖200以上、糖尿病治療中 
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グラフ５８ 特定健診受診結果で糖尿病リスクのある五島市民のうち治療中であるがコントロールが 
不良者の割合（％） 

※コントロール不良：糖尿病HbA1C7.0%以上、空腹時血糖130以上、随時血糖180以上 
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≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

重点目標 生活習慣による疾患（高血圧、糖尿病・脂質異常）の 

未治療者の割合を減らします 

～疾患に応じて早期治療と継続受診を行いましょう～ 

 

 

 

 

【課題】 

循環器病や糖尿病を予防し、重症化させないために、 

寝たきり状態を防ぐために、医療費の増加を抑制を図るために 

▽ 循環器疾患や糖尿病についての正しい理解促進。 

▽ 循環器疾患の死亡・罹患率の改善に取り組むこと 

▽ 特に男性の心疾患による標準化死亡比を下げるための対策に取り組むこと（急務） 

▽ 生活習慣の改善による予防や特定健診の受診を通じて早期発見・早期治療へつなげていく

こと 

▽ 糖尿病の重症化を予防し、人工透析への移行防止を図ること 

▽ 糖尿病疑いの者が治療を受けること 

▽ 医療関係者、行政機関等でデータに基づいた重症化予防の更なる取組を推進していくこと 
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【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取り組み】 

 

≪発症予防に向けた周知・啓発≫ 

▼広報媒体や健康教育等で、循環器病や糖尿病についての正しい知識とともに、循環器

病を引き起こす危険因子（高血圧、脂質異常症、たばこ、糖尿病）の発症予防に向けた、

生活習慣の改善（適切な運動、適切な食生活、禁煙、健診・がん検診等の受診）につい

て、周知・啓発します。 

 

≪特定保健指導の促進≫ 

▼特定保健指導において、数値目標や行動目標が具体化できるような社会資源・媒体等

を準備し、受診者の行動変容につながる健診メニュー・体制の充実を進めます。 

▼特定保健指導の実施率の向上を図るため、対象者が参加しやすい時間帯やプライバシ

ーが守れる面接場所を設定するなど、特定保健指導を受けやすい環境を作ります。 

 

≪未治療者や治療中断者に対する医療機関への受診勧奨の推進≫ 

▼未治療者や治療中断者に対する医療機関への受診勧奨の取り組みを促進します。 

 

≪医療データを活用した受診促進策の推進≫ 

▼「ＫＤＢシステム（国保データベース）」等を活用した「ハイリスクアプローチ」を促

進することで、生活習慣病等に係る地域特性や課題を踏まえた効果的な重症化予防の

取り組みを行います。 

▼事業者や医療保険者、大学等との連携のもと、特定健診の結果やレセプトデータの分

析等を通じて、保健指導プログラムを開発・提供するなど、効果的な特定保健指導や医療

機関への受診促進につなげます。 

 

 

 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども期

～青年期） 

・乳幼児健診や小・中学校、高等学校等における定期健康診断に

より疾患が見つかった場合、速やかに医療機関を受診します。 

・早期治療と疾患に応じた継続的な治療を受けます。  

働く世代（成人期） ・職域や医療保険者、市が実施する健診により疾病が見つかった

場合、速やかに医療機関を受診します。 

・早期治療と疾患に応じた継続的な治療を受けます。 

・特定保健指導の対象となったら指導を希望します。 

高齢者（老年期） 

 

▽健診の結果、疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常症等）が見つかった場合、速やかに

医療機関を受診するとともに、疾患に応じて継続的な治療を受けます。 
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≪生活習慣の改善に関する周知≫ 

▼広報媒体等を利用し、循環器病や糖尿病についての正しい知識を普及・啓発するとと

もに、発症予防に向けた生活習慣の改善について周知・啓発します。 

▼対象者に対し、受診意欲が出る、見やすくわかりやすい案内通知を送ります。 

▼医療機関との連携により、受診の働きかけを行い、健診の受診率向上を図ります。 

▼健診の受診率向上に向けて、特定健診との同時受診や身近に受診できる機会の設定、ICT

を活用した効果的な受診勧奨を行います。 

 

≪循環器疾患ハイリスクである男性への動機づけ≫ 

▼消防団などの男性が集まる機会や場を利用し、普及啓発を図ります。 

 

【行政等が取り組む数値目標】重点目標 

※いずれの目標値も令和１１年度目標値として設定。2033 年度（令和 15 年度）の目標値につい

ては、データヘルス計画第４期との整合性をとり、再設定する。 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

㉔脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率の減少 

脳血管疾患の割合の減少 4.3%（R4） 4.0%（R11） KDB システム 

㉕高血圧の改善 

ⅰⅱのいずれかを満たす者

の割合の減少 

ⅰ収縮期血圧≧160mmhg  

ⅱ拡張期血圧≧100mmHg 

7.8%（R4） 6.6％（R11） KDB システム 

㉖脂質（LDL コレステロール）高値の減少 

LDL コレステロール 160

以上の者の割合の減少 
9.2%（R4） 7.9%（R11） KDB システム 

㉗メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少 

ⅰメタボリックシンドロー

ム該当者の人数 

ⅱメタボリックシンドロー

ム予備群の人数 

ⅰ21.3% 

ⅱ12.9% 

（R4） 

ⅰ20.3% 

ⅱ11.2%（R11） 

 

特定健診結果に基づ

く特定保健指導対象

者（法定報告） 

㉘新規透析患者数の減少 

年間新規透析者数の減少 16 人（Ｒ４） 

 

10 人（Ｒ１１） 

 

更生医療申請状況 

データ 
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項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

㉙血糖コントロール不良者の減少 

血糖コントロール不良者の減少 

ⅰHbA1c6.5 以上の者の割合 

ⅱHbA1c8.0 以上の者の割合 

ⅰ8.4% 

ⅱ1.0% 

（R4） 

ⅰ7.2% 

ⅱ0.8% 

（Ｒ11） 

KDB システム 

㉚糖尿病有病者の増加抑制 

糖尿病未治療者の減少 

HbA1c6.5 以上の者のうち、糖

尿病のレセプトがない者の割合 

13.6% 

（R4） 

12.６% 

（R11) 
KDB システム 

特定健診の受診率の向上（再掲） 

特定健診受診率【再掲】 
35.6％ 

（R4） 
55.5％（Ｒ11） 

特定健診受診率 

（法定報告） 

特定保健指導の実施率の向上（再掲） 

特定保健指導実施率【再掲】 
54.９% 

（Ｒ４） 
60.0%（Ｒ11） 

特定保健指導実施率 

（法定報告） 
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２－３ 生活機能の維持・向上 

≪背景≫ 

生活習慣病に罹患しなくても、日常生活に支障をきたす状態となることもあります。健康

寿命が「日常生活に制限のない期間の平均」であることを鑑みると、健康寿命の延伸のため

には、こうした状態とならないような取組も有用です。 

また、「誰一人取り残さない」健康づくりの観点も踏まえると、生活習慣病の発症予防・

重症化予防だけでない健康づくりも重要となります。生活習慣の改善を通じて、生活機能の

維持・向上を図ることが求められています。 

≪現状と課題≫ 

〇生活機能の中でも立つ、歩く、作業するといった「移動機能」は健康寿命の延伸の観点か

ら特に重要項目と考えられています。 

〇「ロコモティブシンドローム（以下「ロコモ」という。）」は、加齢や骨粗鬆症などによ

る骨、筋力、関節など運動器の障害によって、要介護や寝たきりになるリスクが高くなる状

態と定義されます。 

〇運動器障害による疼痛があると、活動量が低下し移動機能の低下をきたします。 

〇７５歳以上の高齢者のうち「以前に比べて歩くのが遅い者の割合」「この1年間のうちに

転んだものの割合」いずれも、国や県と比較して多い状況です。 

〇要介護者の筋・骨疾患の有病状況は、国や県と比較して多い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１６ 要介護者の筋・骨疾患の有病状況 

 年度 五島市 県 国 

令和 2 63.0 62.1 52.3  

令和 3 62.8 62.0 53.2 

令和 4 62.4 62.3 53.4 

                KDB システムより 
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≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

自分の状態を知るために、骨粗鬆症検診を受診します。（女性のみ） 

筋肉を落とさないよう、運動をします。 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取り組み】 

≪介護予防に向けた意識啓発・体制整備≫ 

▼市民がロコモの概要やその予防の必要性について理解し、介護予防に向けて自ら主体的に

運動や適正体重の維持などの取り組みができるよう意識啓発を行います。 

▼ロコモ予防のため、筋力アップ教室を実施します。 

▼骨粗鬆症の予防対策や早期発見に向けた検診受診についての周知・啓発を行います。 

▼認知症の困りごとに対して、適切な医療や介護へつなぎ、生活環境を整えます。（認知症

初期集中支援事業） 

 

≪保健・医療・介護の専門職が支援を行うサービス≫ 

▼地域ミニデーサービス事業への専門職を派遣し、運動指導を行います。 

【課題】 

ロコモの原因の一つである骨粗鬆症の予防をはかるため 

▽骨粗鬆症検診受診による早期発見を行うこと 

要介護状態にならないために 

▽骨折予防対策に取り組むこと 

▽高齢化に伴い足腰の痛みのある者の割合の増加が予想されるため、引き続き、介護

予防の取り組みを進めていくこと 

 

 

 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども期

～青年期） 

 

・骨粗鬆症検診を受診します。（対象年齢女性のみ） 

・筋肉量を落とさないために、運動習慣を身に着け、バランスの良い

食生活を送ります。 

・ロコモにならないよう、適正体重を意識します。 

 

働く世代（成人期） 

高齢者（老年期） 

 

▽骨粗鬆症検診を受診します。 

▽介護予防を意識し、日常生活における「身体活動・運動」量を増やし、習慣的に取り

組みます。 
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≪骨粗鬆症検診受診率向上の取組≫ 

▼骨粗鬆症や骨折についての正しい知識を周知・啓発するとともに、骨粗鬆症検診受診率

の向上を図ります。 

▼骨粗鬆症検診要精密者への受診勧奨を行います。 

  

【行政等が取り組む数値目標】 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

㉛ロコモティブシンドロームの減少 

１年間に転んだことがある者の

割合 
22.1%（R4）  18％ 

後期高齢者健診問

診票 

以前に比べて歩くのが遅くなっ

てきた者の割合 

 
62.7%（R4） 

 
58％ 

後期高齢者健診問 

㉜骨粗鬆症検診受診率の向上 

骨粗鬆症検診受診率 

 
R6 より開始 15％ 

骨粗鬆症検診受診
率データ 
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２－４ 社会のつながり・こころの健康 

≪背景≫ 

人々の健康は、就労やボランティア、通いの場等の居場所づくり・社会参加等、その人を

取り巻く社会環境に影響を受けることが知られており、地域に根ざした信頼や社会規範、つ

ながりの醸成※を促すことは、健康づくりにおいても有用であると考えられています。 

また、こころの健康の維持・向上は、健康づくりに取り組む上で重要であり、地域や職域

など様々な場面で課題の解決につながる社会環境の整備が必要です。 

 

≪現状と課題≫ 

〇全国的に新型コロナウイルス感染症の影響で、社会活動等、地域の人々とつながりを持つ

機会は減少しています。 

〇五島市においても、６０歳以上の者で親しく話ができる近所の人がいるものは男性

24％、女性１９％と多くはありません。また、近所の人以外で親しく行き来するような友

だちや別居家族または親戚がいない者も男性１６％、女性１０％います。（資料２、３） 

〇共食は、人々が家族、友人、同僚、地域の人々と食卓を囲んでコミュニケーションをとり

つつ、食の楽しさを実感する場であり、生活リズムや食事マナーなどを習得する場にもなり

ます。 

〇近年、独居やひとり親世帯といった家庭環境や生活の多様化等により、世代に限らず一人

で食事をする機会が増加傾向にあり、家族との共食が困難な状況も見られます。 

〇近年、生活環境の多様化に伴い、こころの健康課題が多様化しています。 

〇こころの健康状態について、要注意の者が一定数おり、男性よりも女性の方がこころの疲

労感を感じている者が多く、高齢になるほどその割合は多い状況です。（資料４） 

 

資料２ 親しく話ができる近所の人がいる者（60歳以上）【五島市】 

 性 別 推定人数（単位：人） 割合（単位：％） 

男性 1,873  24.3  

女性 1,795  19.0  

 

資料３ 近所の人以外で、親しく行き来するような友達、別居家族または親戚がない者 

（60歳以上）【五島市】 

  性 別 推定人数（単位：人） 割合（単位：％） 

男性 1,252  16.3  

女性 994  10.5  
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資料４ K6（こころの状態評価指標）１０点以上（要注意）の者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

人のつながりを持ち、こころが健康でいられるよう 

▽ 社会活動等、地域の人々とつながりを持つ機会の増加に向けた取り組み 

▽ 家庭内に限らず、地域等での共食も含めて、誰かと一緒に食事をする機会を増やし

ていくこと 

▽ 市民を対象にメンタルヘルスへの正しい知識の普及と理解の促進 

▽ こころの不調に悩む人をサポートできる人材を増やしていくこと 

 

 

【男性】 

・五島市の２０歳以上の市民における推定人数（％）312 人（五島市２０歳以上人口の 2.2％） 

・五島市の 60 歳以上の市民における推定人数（％）  99 人（五島市６０歳以上人口の 1.3％） 

【女性】 

・五島市の２０歳以上の市民における推定人数（％）570 人（五島市２０歳以上人口の 3.6％） 

・五島市の 60 歳以上の市民における推定人数（％）382 人（五島市 6０歳以上人口の 4.0％） 

 

 
資料２～資料４はいずれも２０２２－２０２３年度の長崎大学動脈硬化検診受診データによる

もの。 

※２０２２―２０２３年度の長崎大学動脈硬化検診受診者のデータより、それぞれの項目の、 

・五島市の 20 歳以上の市民における男女別推定人数（％） 

・五島市の 60 歳以上の市民における男女別推定人数（％）を算出した。 

※５歳階級別に各項目の割合を算出した後、五島市における５歳階級別人口で乗じ、得られた

値を合計した。 
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≪目標と取り組み≫ 

市民・行政等みんなでめざす目標  

過度のストレスを抱える市民の割合を減らします。 

～人とつながりこころの健康状態に気付き支え合い、 

ストレスとうまく付き合いましょう～ 

 

【市民の行動目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政等の具体的取り組み】 

≪地域や社会におけるつながりの場の提供≫ 

▼地域における社会活動の実施を通じた、健康づくり・介護予防の普及啓発に加え、「自

助」「互助」「共助」など地域の支えあいによる生活支援をまちづくり協議会などと連携し

て推進します。 

▼高齢者一人一人が閉じこもりを解消し、要介護状態にならないよう、生きがいづくりのた

めの各種活動（老人クラブ、ねんりんピック、シルバー人材センターの運営、老人福祉セン

ター講座運営など）を支援します。 

▼高齢者の生活支援や通いの場の創出・参加率向上に向けた取組を推進します。  

 

≪地域や家庭における共食の機会の提供≫ 

▼広報媒体を通じた、共食のメリットに関する周知・啓発します。 

▼こどもたちに、一緒に食事をすることの楽しさと共に学びの時間を提供する食材無償提供

活動「みんなの食堂」を支援します。また、地域の拡大を図っていきます。 

▼料理教室等の実施を通じた共食の場の提供をします。 

 

 

 

 

（ライフステージに応じた健康行動） 

若い世代（こども

期～青年期） 

・家庭・学校・地域等において、同年代や多世代とのコミュニケーシ

ョンを図り、こころの健やかな成長を保ちます。 

働く世代（成人

期） 

・バランスの良い食事、適度な運動、十分な休養など、望ましい生活

習慣を送ることで、ストレスへの耐性を高めます。 

・職域や地域等において、気軽に相談することができます。 

・周囲の人のこころの健康に気を配り、不調の人には早めの相談や

受診を勧めます。 

高齢者（老年期） ・地域の高齢者サロンやイベント等に積極的に参加し、地域住民等

とのコミュニケーションや交流を深めます。 

 

▽ストレスへの対処法に関する正しい知識を持ち、日常生活で実践するとともに、必

要に応じて医療機関を受診するなど、専門的な支援を受けます。 
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≪こころの健康づくりを支援するサポート体制の整備≫ 

▼こころの健康づくりを支援する人材の育成を推進するとともに、こころの健康に関するサ

ポート体制の整備・充実を図ります。 

▼地域や職域において、ゲートキーパー（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞き、必

要な支援につなぎ、見守ることができる人）を養成します。 

 

≪認知症の方・家族を支える体制の整備≫ 

▼学校や高齢者見守りネットワーク連絡協議会参加団体等への講座の周知を行い、地域や職

域において認知症の人や家族を支える認知症サポーター等を養成します。 

▼世界アルツハイマー月間等に認知症に関するイベントの実施、広報紙へのコラム掲載を行

い、認知症への理解を推進するとともに、相談窓口の周知を行います。 

 

≪関係機関と連携した相談体制の充実≫ 

▼医療機関、保健所、ハローワーク、社会福祉協議会、法テラス、警察など、地域の関係機関

と連携し（自殺対策ネットワーク会議など）、こころの健康の背景にある問題を考慮した相

談をうけることができる体制を作ります。 

 

≪こころの健康の普及啓発≫ 

▼小・中学校、高等学校等において、子どもの健やかなこころの成長を育む健康教育の充実

を図り、こころの健康づくりを推進します。 

▼出前講座などの健康教育や広報等各種媒体で、市民に対して、こころの健康づくりの重要

性やストレスとの付き合い方やこころの相談窓口など発信していきます。 

▼うつ病の受診の促進を図るため、リーフレットやインターネット等を活用して、うつ病の

症状に気づき、医師等の専門家に相談するよう呼びかける等、うつ病の広報啓発を行います。 

 

≪相談支援の実施≫ 

▼こころの健康相談において、こころの健康に対する不安や、統合失調症、うつ病、依存症

などの精神的な病気やひきこもりなどについて、本人や家族からの相談に応じます。 

 

【行政等が取り組む数値目標】 

項目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

㉝心理的苦痛を感じている者の減少 

K6（こころの状態評価指標）の

合計得点が１０点以上の者の割合 

■男性 
20 歳以上：2.2％ 
60 歳以上：1.3％ 
■女性 
20 歳以上：3.6％ 
60 歳以上：4.0％ 

（R4-R5） 

 

現状値より、0.5%減少 

 

長崎大学動脈硬

化検診データ 
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     項  目 現在の取組状況 2033（R15）年度目標値 データの出典先 

㉝心理的苦痛を感じている者の減少 

自殺者数 ７人（H28） 

４人以下（R９） 

※自殺対策計画第３期との

整合性を持って R15 目標

値は設定 

地域自殺実態 

プロファイル 

㉞地域等で共食している者の割合 

食材無償提供活動「みんなの食

堂」 

１回（70 人/回） 

 
拡 大 

食堂無償提供活

動の開催回数 

㉟こころのサポーター数の増加 

認知症サポーター養成講座受講者 4,180 人（R4） 4,580 人 
認知症サポータ
ー養成講座実績 

認知症に関する相談窓口を知って

いる者の割合 
24.8％（R4） 44.0% 

 
介護保険事業計
画ニーズ調査 
 

ゲートキーパー養成数 26 人（R3）   350 人 
ゲートキーパー
養成実績 
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資料編 

 

◇数値目標一覧 

    

◇用語集 

   

◇根拠法令、関係機関資料 

●五島市附属機関の設置等に関する条例（抜粋） 

 ●五島市保健対策推進協議会会則 

 ●五島市保健対策推進協議会名簿 

 ●健康増進法（抄） 
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◇用語集 

用  語 解  説 
ア行 1 アルコール健康障害 ►アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊

婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害。 

2 悪性新生物 がん ►正常な細胞の遺伝子に傷がついてできる異常な細胞のかた
まりのなかで悪性のもの（悪性腫瘍）をいう。 

3 医療保険者 ►医療保険事業を運営するために保険料（税）を徴収したり、
保険給付を行う実施団体をいう。 具体的には、国民健康保険
の場合は市町村又は各国保組合、後期高齢者医療制度の場合
は都道府県単位に設置されている後期高齢者医療広域連合と
なる。 

４ う蝕 ►むし歯のこと。食べたり飲んだりした糖分を餌にして、口の
中にいる細菌が作り出した酸によって、歯質(エナメル質と象
牙質)が溶けた状態をいう。 

５  NCD(エヌ・シー・デ 
ィー) 

►がん、 心臓病など慢性疾患を総称してNCD (非感染性疾患: 
non- communicable diseases) という。 

６ NPO法人 ►NPOとは、「Non Profit Organization」の頭文字をとった
略語で、日本語に直訳すると「非営利組織」つまり、営利を目
的としない組織のことをいう。 

カ行 ７ 
 

ゲートウェイドラ 
ッグ 

►覚醒剤（覚せい剤）などのように強い依存性や副作用のある、
危険性が極めて高い薬物の使用につながるおそれのある薬物
を指す用語。 

８ 健康格差 ►地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の
差のこと 

９ 健康教育 ►一人一人の人間が，自分自身や周りの人々の健康を管理し向
上していけるように，その知識や価値観，スキルなどの資質
や能力に対して，計画的に影響を及ぼす営み。 

1０  健康経営 

 

従業員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を
高める投資であるとの考えのもと、健康管理を経営的視点か
ら考え、戦略的に実践すること。 

1１ 健康寿命 ►健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる
期間のこと。 

1２ 高尿酸血症 ►細胞内の核に含まれるプリン体が分解される際に生じる老
廃物の尿酸が、過剰に産生されるか尿中への排泄力が低下す
ることによってバランスが崩れ、血中濃度が異常に高まって
しまう状態のこと。 

1３ 高血圧 ►第３次計画では、国民健康・栄養調査又は特定健診の検査に
おいて、収縮期血圧値が140mmHg以上の者のことをいう。 

サ行 14 サルコペニア ►主に加齢により全身の筋肉量と筋力が自然低下し、身体能力
が低下した状態と定義されており、「加齢性筋肉減弱現象」と
も呼ばれている。 

15  CKD(シー・ケー・デ 
ィー) 

►腎臓の機能が低下する、あるいはタンパク尿が出るなどの腎
臓の異常が続く状態のこと。脳血管疾患や心疾患の重大な危
険因子となっている。 

16  慢性閉塞性肺疾患
COPD(シー・オー・
ピー・ディー) 

►たばこの煙などの有害物質を習慣的に吸い込むことにより、
肺に持続的な炎症が生じる病気のこと 

17 歯周病 ►歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称。歯肉炎は歯周病の初期段階
のこと。 
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18 受診勧奨 ►健康診断結果で「要精密検査」や「要治療」などの判定があ
った者に対して、医療機関を受診するよう働きかけること。 

19 受動喫煙 ►他人の喫煙により発生したたばこの煙を吸わされること。 

20 純アルコール摂取量 ►純アルコール（g）は飲んだ容量（ml）とアルコール度数と
アルコールの比重0.8を掛け合わせて算出。 

21 醸成 ►ある機運・情勢をつくり出すこと。 

22 食育 ►様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い
「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる
力を育むこと。 
近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩
身傾向など、子どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化して
おり、こうした問題を解決する重要な役割を果たすのが食育
である。 

23 腎不全 ►腎炎などの病気で、血液を濾過する「糸球体」の網の目がつ
まってしまうと腎臓の機能がおち、老廃物を十分排泄できな
くなる。 このような状態を腎不全という。 

24 自殺者数 ►自殺の統計には、「人口動態統計」と「警察庁の自殺統計」が
ある。前者は死亡診断書等から集計する。後者は捜査等によ
り自殺原票を作成し、発見日・職業別など詳細属性を集計し
ている。 

25 心疾患 ►心臓や血管等循環器の病気等で、急性心筋梗塞等の虚血性心
疾患（急性心筋梗塞、狭心症等）、心不全（急性心不全、慢性
心不全）、大動脈疾患（急性大動脈解離等）等が挙げられる。 

26 生活習慣病 ►食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒等の生活習慣が、その
発症や進行に関与する疾患のこと。 

27 咀嚼 ►食物を細かくなるまでよく嚼(か)むこと。 

タ行 28 痛風 ►体内で尿酸が過剰になると、関節にたまって結晶化し、炎症
を引き起こして腫れや痛みを生じる病気。風が患部に吹きつ
けるだけで激しい痛みが走ることから痛風と名づけられたと
いわれている。 

29 適量飲酒 ►節度ある適度な飲酒として、健康日本21では「1 日平均純
アルコールで約20g 程度。女性は男性よりも少量が適当。ア
ルコール代謝能の低い人は通常よりも少量が適当。高齢者は
より少量が適当。依存症者は完全断酒が必要。飲酒習慣のな
い人に飲酒を推奨するものではない」としている。 
►純アルコールの換算の目安は、次のとおり。清酒１合
(180ml)が22g、ビール中瓶１本(500ml)が20g、焼酎１合
(25度、180ml)が36g、ワイン１杯(120ml)が12g、ウィス
キーダブル１杯(60ml)が20g。 

30 動脈硬化性疾患 ►動脈硬化により引き起こされる様々な病態の総称のことで、
主に虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）、脳血管障害（脳卒中、
脳梗塞、脳血栓など）、大動脈瘤などが挙げられる。 

31 糖尿病 ►血糖値を下げるホルモンであるインスリンの不足または作
用不足により、血糖値が上昇する慢性疾患で、主に、原因がよ
くわかっておらず若年者に多い１型糖尿病と、食生活や運動・
身体活動等の生活習慣が関係する２型糖尿病がある。19ペー
ジを参照。 

32  特定健診(特定健康診 
査) 

►生活習慣病予防のために、40歳から74歳までの者を対象に
医療保険者が実施する健診のこと。 
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33 特定保健指導 ►特定健診の結果、予防効果が期待できる者を対象に医療保険
者が実施する保健指導のこと。 

ナ行 34 年齢調整死亡率 ►年齢構成の異なる地域間の死亡状況を比較するために、年齢
構成の差異を補正した死亡率。たとえば都道府県別の死亡率
は高齢者人口の多い地域では高く、若年層の多い地域では低
くなる傾向がある。基準人口に合わせて年齢構成を調整する
ことで、正確な死亡状況が比較しやすくなる。 

35 脳疾患 ►脳の血管が、何らかの原因で侵されることによって脳の働き
に障害が起き、意識障害や運動障害などを引き起こす病気。 

36 脳血管疾患 ►脳血管の異常が存在する病気等の総称で、一過性脳虚血発
作、脳血管障害(梗塞や出血等)・脳血管病変(動脈瘤や奇形等)
等がある。 

ハ行 37 BMI(ビー・エム・ア
イ) 

►体重と身長から算出される体格指数のこと。体重(kg)÷身長
(m)÷身長(m)で求め、18.5～24.9が適正な範囲とされてい
る（18～49歳の場合）。Body Mass Indexの略。 

38 標準化死亡比 ►人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標。 
標準化死亡比（ＳＭＲ）＝ 観察集団の現実の死亡数／（基準
とする人口集団の年齢階級別死亡率×観察集団の年齢階級別
人口）の各年齢階級の総和×１００ 

39  ピンクリボンキャン
ペーン 

►ピンクリボン運動は、1980年代、アメリカの乳がんで亡く
なられた患者さんの家族が「このような悲劇が繰り返されな
いように」との願いを込めて作ったリボンからスタートした
乳がんの啓蒙運動。ピンクリボンは乳がんの早期発見・早期
診断・早期治療の重要性を伝えるシンボルマークである。 

40 フレイル ►「Frailty（虚弱）」の日本語訳。 健康な状態と要介護状態の
中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態
のことを指す。 

41 平均寿命 ►0歳時点の平均余命で、すべての年齢の人の死亡率をもとに
計算し、その時点の集団全体として「何歳まで生きられるか
の平均的な年数」をいう。 

マ行 42 
 

メタボリックシンド
ローム 

►内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさるこ
とにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指す。 

43 メンタルヘルス ►体の健康ではなく、こころの健康状態を意味する。 

ラ行 44 ライフコースアプロ
ーチ   

►病気やリスクの予防を、胎児期・幼少時から成熟期（生産期）、
老年期までつなげて考えアプローチしようという動き。 

45 ライフスタイル ►生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含
めた個人の生き方。 

46  ロコモティブシンド
ローム 

►運動器の障がいによって日常生活に制限をきたし、介護・介
助が必要、又は、そのリスクが高い状態。 
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 ○五島市附属機関の設置等に関する条例 

令和３年９月30日条例第31号 

改正 

令和３年12月23日条例第38号 

令和３年12月23日条例第39号 

令和４年３月30日条例第７号 

令和４年３月30日条例第８号 

令和５年３月31日条例第１号 

令和５年３月31日条例第18号 

令和５年７月25日条例第25号 

五島市附属機関の設置等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律又はこれに基づく政令の規定により別に定めるもののほか、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項、地方公営企業法（昭和27年法律第292

号）第14条その他法律の規定に基づき、附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（設置等） 

第２条 執行機関は、別表の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の

欄に定める附属機関を設置し、又は組織する。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、別表の附属機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

所掌事務の欄に定めるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関を組織する委員その他の構成員（以下「委員等」という。）の定数は、別表

の附属機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の定数の欄に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認め

るときは、附属機関に臨時の委員等（以下「臨時委員等」という。）を置くことができる。 

３ 委員等又は臨時委員等は、学識経験を有する者その他のそれぞれの附属機関の所掌事務
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に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。 

（任期等） 

第５条 委員等の任期は、別表の附属機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の任期の

欄に定めるとおりとする。ただし、任期中であっても、特定の職にあることをもって委嘱

し、又は任命する委員等がその職を離れたときは、委員等の職を失うものとする。 

２ 特別の定めがある場合を除き、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 委員等は、再任されることができる。 

４ 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したと

きは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。 

５ 執行機関は、第１項本文の規定にかかわらず、委員等が心身の故障のため職務の執行が

できないと認めるとき、委員等に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある

と認めるときその他の特別の理由があると認めるときは、同項の期間中であっても委員等

の職を解くことができる。 

（部会等） 

第６条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要がある

と認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。 

（意見の聴取等） 

第７条 附属機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対

し、出席を求めて説明若しくは意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。 

（審議結果の答申等） 

第８条 附属機関は、調停、審査、審議又は調査等が終わったときは、速やかにその結果を

執行機関（五島市情報公開・個人情報保護審査会にあっては、諮問した実施機関等（五島市

情報公開条例（平成16年五島市条例第16号。以下「情報公開条例」という。）第２条第１号

に規定する実施機関（以下「諮問実施機関」という。）及び五島市個人情報の保護に関する

法律施行条例（令和５年五島市条例第１号。以下「個人情報保護法施行条例」という。）第

２条第１項に規定する市の機関等をいう。））に答申し、又は報告しなければならない。 

（秘密保持義務） 
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第９条 委員等又は臨時委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要

な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

（五島市情報公開・個人情報保護審査会の調査権限等） 

第11条 五島市情報公開・個人情報保護審査会（以下この条において単に「審査会」という。）

は、情報公開条例第17条第１項の規定により諮問を受けた事項（以下「不服申立事件」とい

う。）の調査及び審議に関し、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書

（情報公開条例第12条第１項に規定する開示決定等に係る公文書をいう。以下同じ。）の

提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された

公文書の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではな

らない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている

情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出

するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立事件に関し、不服申立人、参

加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求める

こと、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をするこ

とができる。 

５ 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を

述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

６ 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と

ともに出頭することができる。 

７ 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審

査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出
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しなければならない。 

８ 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの

交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれ

があると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を

拒むことができない。 

９ 前項の規定による閲覧及び写しの交付は、無料とする。 

（五島市行政不服審査会及び五島市情報公開・個人情報保護審査会の秘密保持義務に係る

罰則） 

第12条 五島市行政不服審査会及び五島市情報公開・個人情報保護審査会の委員で第９条の

規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる機関（以

下「旧附属機関」という。）の委員等であった者は、施行日において第４条第３項の規定に

より同表の右欄に掲げる附属機関（以下「新附属機関」という。）の委員等として委嘱さ

れ、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみ

なされる委員等の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、旧附属機関の委員等として

の任期の残任期間と同一の期間とする。 

 

五島市保健対策推進協議会

条例（平成16年五島市条例

第117号） 

五島市保健対策推進協議 五島市保健対策推進協議 

 

３ この条例の施行前に旧附属機関にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答

申がされていないものは新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について旧附属機関

がした調査審議の手続は新附属機関がした調査審議の手続とみなす。 
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４ 旧附属機関の委員等又は臨時委員等であった者に係るその職務上知ることができた秘密

を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

 

６ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(６) 五島市保健対策推進協議会条例 

 

（五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

22 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成16年五島市条例第38

号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和３年12月23日条例第38号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ この条例の施行後、五島市文化財保護審議会及び五島市五島観光歴史資料館運営委員会

の委員等として最初に委嘱され、又は任命される者の任期は、五島市附属機関の設置等に

関する条例第５条第１項の規定にかかわらず、令和５年３月31日までとする。 

附 則（令和３年12月23日条例第39号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成16年五島市条例第38

号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和４年３月30日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月30日条例第８号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成16年五島市条例第38

号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和５年３月31日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日条例第18号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月25日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第２条、第３条、第４条、第５条関係） 

執

行

機

関 

附属機関 

（設置根拠法令） 
所掌事務 定数 任期 

市

長 

五島市保健対策推進

協議会 

市民の健康づくり対策の総合的推進に関す

る必要な事項について調査審議し、又は意

見を述べること。 

15人以内 ２年 
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○五島市保健対策推進協議会規則 

令和３年９月30日規則第65号 

五島市保健対策推進協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第31号。

以下「条例」という。）第10条の規定に基づき、五島市保健対策推進協議会（以下「協議

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 条例第４条第３項の執行機関が適当と認める者は、次のとおりとする。 

(１) 関係行政機関の職員 

(２) 関係団体の役職員 

(３) 学識経験を有する者 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 会長及び副会長に共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する

委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議を開くとき、

又は会長及び副会長が共に欠けたときは、市長が招集する。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員（条例第４条第２項の臨時委員等を含む。以下同じ。）の過半数が出席し

なければ、会議を開き、議決することができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 協議会の会議は、公開するものとする。 
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（書面による会議等） 

第５条 会長は、やむを得ない理由により協議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であると認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付してその意見を徴し、又

は賛否を問うことで、協議会の会議に代えることができる。 

２ 前条第３項の規定にかかわらず、前項の規定により書面で会議を行った場合は、その結

果をもって協議会の議決に代えることができる。 

（会議録の作成） 

第６条 会長は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員等の氏名、議事の要領、議

決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉保健部国保健康政策課において行う。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条第１項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日において、従前の協議会

に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に協議会の

会長又は副会長として定められたものとみなす。 
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五島市保健対策推進協議会名簿 

 

令和６年３月現在（敬称略） 

関係行政機関の職員 五島保健所長 

五島中央病院長 

関係団体の役職員 五島市社会福祉協議会長 

五島市老人クラブ連合会長 

五島市福江地区婦人会連絡協議会長 

長崎県栄養士会五島支部長 

五島市学校保健会養護教諭部会代表者 

学識経験を有するもの 五島医師会長 

福江南松歯科医師会代表者 

離島医療研究所長 
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健康増進法（平成十四年法律第百３号）（抄） 
 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民

の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的

な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増

進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

 

（国民の責務） 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自

らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい

知識の普及、健康の増進に関する情報収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに

健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他

の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 

 

（健康増進事業実施者の責務） 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要

な事業（以下「健康増進事業」という。）を積極的に推進するよう努めなければならない。 

 

（関係者の協力） 

第五条 国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関

その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りなが

ら協力するよう努めなければならない。 

 

（定義） 

第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 

一 健康保険法の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健

康保険組合連合会 

二 船員保険法の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会 

３ 国民健康保険法の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民

健康保険団体連合会 

四 国家公務員共済組合法の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国

家公務員共済組合連合会 

五 地方公務員等共済組合法の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は

全国市町村職員共済組合連合会 

六 私立学校教職員共済法の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団 

七 学校保健安全法の規定により健康増進事業を行う者 

八 母子保健法の規定により健康増進事業を行う市町村 

九 労働安全衛生法規定により健康増進事業を行う事業者 

十 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協

会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事

業団又は後期高齢者医療広域連合 

十一 介護保険法の規定により健康増進事業を行う市町村 
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十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村 

十３ その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの 

 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以

下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

３ 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に

関する基本的な事項 

四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関す

る基本的な事項 

五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい

知識の普及に関する事項 

七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

するものとする。 

 

（都道府県健康増進計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関す

る施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の

増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のため

に必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要す

る費用の一部を補助することができる。 

 

（後略） 

 

附則（平成二六年六月一３日法律第六九号）（抄） 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行

する。 

 

（後略） 

 


